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午前９時２３分開会 

○委員長（芦田 竹彦） 皆様、おはようございます。 

 それでは、定刻よりは少し早いんですが、おそろ

いでございますので、ただいまから文教民生委員会

を開会したいと思います。 

 私は、今回、文教民生委員長を仰せつかりました

芦田でございます。よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 座ってちょっとやらせていただきます。 

 なお、当局から社会福祉課佐田参事の欠席につい

て申出がありましたので、許可いたしておりますの

で、ご了承をお願いいたします。 

 本日の当局職員の出席者についてですが、委員会

室の密集をできるだけ軽減するために、前半の部、

くらし創造部、市民部、健康福祉部、各振興局、後

半の部、こども未来部、観光文化部、教育委員会の

２つのグループに分けて出席いただくように要請

しておりますので、ご了承お願いいたします。 

 それでは、３の自己紹介に入ります。 

 市議会では、さきの臨時会におきまして、役員改

選が行われました。新体制となっております。 

 ここで、当委員会の出席者全員に自己紹介をお願

いいたします。 

 まず、正副委員長、各委員、当局職員、最後に事

務局という順でお願いをいたします。 

 なお、当局職員につきましては、マイクを使用し

まして、お手元の名簿順でお願いをいたします。 

 まず、委員からでございますけども、改めまして、

私は委員長の芦田でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 では、副委員長。 

○副委員長（小森 弘詞） おはようございます。副

委員長を務めます、小森弘詞でございます。 

 昨年に続きまして、この文教民生委員会でお世話

になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員（太田 智博） 皆さん、おはようございます。

文教民生、初めてでございます。太田智博と申しま

す。どうぞよろしくお願いします。 

○委員（荒木慎大郎） おはようございます。初めて

の文教民生委員会です。荒木慎大郎です。よろしく

お願いいたします。 

○委員（米田 達也） 皆様、おはようございます。

昨年に引き続き、当委員会に所属させていただきま

す米田でございます。今年もよろしくお願いいたし

ます。 

○委員（田中藤一郎） おはようございます。田中で

す。何か古巣に戻ってきておりまして、文教民生は

結構何回もさせていただいております。今回も張り

切って頑張りますので、よろしくお願いします。 

○委員（須山 泰一） おはようございます。日本共

産党、日高から来ております、須山泰一です。僕も

文教民生委員会、初めてです。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○委員長（芦田 竹彦） 次に、くらし創造部から順

次お願いします。 

○生活環境課長（宮下 泰尚） おはようございます。

くらし創造部生活環境課長の宮下です。どうぞよろ

しくお願いします。 

○市民部長（瀧下 貴也） おはようございます。市

民部長の瀧下でございます。どうぞよろしくお願い

します。 

○窓口サービス課長（川崎 智朗） おはようござい

ます。窓口サービス課長の川崎と申します。よろし

くお願いいたします。 

○国保・年金課長（恵後原孝一） 失礼します。おは

ようございます。国保・年金課の恵後原です。よろ

しくお願いいたします。 

○城崎振興局市民福祉課長（西松 秩里） おはよう

ございます。城崎振興局市民福祉課長の西松と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

○竹野振興局市民福祉課長（吉村 容子） おはよう

ございます。竹野振興局市民福祉課長の吉村と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○日高振興局市民福祉課長（川端美由紀） おはよう

ございます。日高振興局市民福祉課長の川端と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○出石振興局市民福祉課長（内田  完） おはよう

ございます。出石振興局市民福祉課長の内田と申し
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ます。どうぞよろしくお願いします。 

○但東振興局市民福祉課長（柏木 敏高） おはよう

ございます。但東振興局市民福祉課長の柏木と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

○健康福祉部長（原田 政彦） おはようございます。

健康福祉部長の原田です。どうぞよろしくお願いし

ます。 

○社会福祉課長（丸谷 祐二） おはようございます。

社会福祉課の丸谷と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○高年介護課長（定元 秀之） おはようございます。

高年介護課長の定元です。よろしくお願いします。 

○高年介護課参事（和田 征之） おはようございま

す。高年介護課参事の和田です。どうぞよろしくお

願いします。 

○高年介護課参事（木村 弥江） おはようございま

す。同じく高年介護課参事の木村と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○健康増進課長（宮本 和幸） おはようございます。

健康増進課長の宮本です。よろしくお願いします。 

○健康増進課参事（村尾 恵美） おはようございま

す。同じく健康増進課参事の村尾と申します。よろ

しくお願いいたします。 

○健康増進課参事（武田 満之） おはようございま

す。健康増進課参事の武田でございます。よろしく

お願いいたします。 

○事務局主幹兼議事調査係長（小崎 新子） 事務局

を担当します、議会事務局の小崎と申します。よろ

しくお願いします。 

○委員長（芦田 竹彦） ありがとうございました。 

 なお、後半の部でも各委員の皆様につきましては、

自己紹介をしていただきますので、ご了承をお願い

をしておきます。 

 それでは、４の協議事項に入ります。 

 （１）の委員会の所管事項の事務概要についてで

す。 

 まず、当局からくらし創造部、市民部の説明を一

括して受けた後、質疑を行います。 

 その後、健康福祉部から説明を受けた後、質疑を

行いたいと思っております。 

 本日は、あくまでも事務概要でございますので、

また、時間が限られております。当局説明及び委員

からの質問は要点を押さえて、簡潔明瞭にお願いを

しておきます。 

 なお、委員会での発言は、委員長の指名の後、マ

イクを使用し、発言の最初に課名と名字をお願いい

たします。 

 それでは、くらし創造部生活環境課から説明をお

願いします。 

 宮下課長。 

○生活環境課長（宮下 泰尚） 事務概要は３ページ

をお開きください。 

 初めに、ごみの減量化事業についてご説明いたし

ます。 

 生活環境課のほうでは、基本方針にも書いており

ますとおり、環境負荷を低減させ、循環型社会の構

築に向け、さらなるごみの減量、再資源化を推進す

ることを基本方針として業務に取り組んでおりま

す。 

 具体的な業務に関しましては、概要に記載のとお

りですが、今日は進捗状況について３点、説明させ

ていただきたいと思います。 

 まず１つ目は、３Ｒ運動の推進につきまして。こ

の運動につきましては、市のみならず豊岡市環境衛

生推進協議会という団体の力も借りまして、看板等

の配付を通じ、周知、啓発を図っているところでご

ざいます。 

 次に、２つ目、資源ごみの集団回収についてです

が、近年、減少傾向にあります。今年も７か月で９

９２トンということで、この傾向は続いております。

何とかてこ入れを図りながら、たくさんの回収に努

めてまいりたいというふうに考えております。 

 次に、４ページに移りまして、最後の６番目のと

ころです。プラスチックの削減対策についてです。 

 これは、昨年度から庁舎にウオーターサーバーを

設置するなどしまして、ペットボトル飲料を買わず

に、マイボトルの持参運動を展開しているところで

すけども、今年度は城崎を除く各振興局、それから、
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立野庁舎、図書館にも展開しておりまして、設置箇

所を順次増やしているところです。 

 こういった運動を通じまして、ペットボトルに限

らず、缶であるとか使い捨て容器飲料の削減に努め

てまいりたいというふうに考えているところです。 

 最後に、ごみ量についてですが、現時点では前年

比マイナス４５０トンという数字が出ており、マイ

ナス１．７％という状況になっておりますが、何と

かこのいい状態といいますか、状態を維持していき

たいなというふうに考えております。 

 次に、消費者行政活性化事業についてご説明いた

しますので、５ページをお開きください。 

 こちらは、現在、地方消費者行政推進交付金及び

強化交付金というお金を活用しまして、相談員のレ

ベルアップと相談体制の強化に努めているところ

です。 

 ご存じのとおり、ここ数か月、還付金をうたう特

殊詐欺の電話が但馬一円、もっと言えば兵庫一円に

頻繁にかかっており、市内でも被害が発生している

ことから、現在はその対策に力を入れているところ

です。 

 ほかにも１回だけの安価なお試し購入と見せか

け、実は高額な定期購入に自動的に切り替わる手口

で契約を結ばせるような例であったり、自宅訪問で

不用品を買い取ると称し、貴金属はないかと居座り、

迫る悪質な業者が横行したりと、あの手この手で悪

質業者が市民に接触してきている状況がございま

す。 

 そういった被害を未然に防ぐという意味で、中学

生や高齢者等、対象を絞った方々に対して啓発講座

を開いたり、防災行政無線または全但バス車内での

放送、それから、市の広報等、あらゆる機会を通じ

まして、啓発し、被害の未然防止に努めているとこ

ろです。 

 相談件数としましては、昨年度は６９１件でした。

合併以降、ずっと統計を取っておりますが、ほぼ右

肩上がりで推移してきております。この傾向は今後

も続くというふうに予想されるため、ますますセン

ターの充実、こちらに注力していきたいというふう

に考えております。 

 説明は以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 説明は終わりました。 

 次に、市民部国保・年金課、恵後原課長。 

 はい、どうぞ。 

○国保・年金課長（恵後原孝一） 国保・年金課の重

点事項は２項目でございます。 

 ７ページをご覧ください。まず、１項目めは国民

健康保険事業の安定的な運営についてです。 

 現況と課題に記載のとおり、国民健康保険事業に

つきましては、国民皆保険体制の基幹的な制度とし

て役割を担っておりますが、財政状況につきまして

は、医療技術の高度化や被保険者の高齢化等により

まして、１人当たり医療費が年々増加傾向にあり、

低所得者層や年齢構成が高いという加入構造の影

響もありまして、厳しい状況にございます。 

 全国的にこうした課題があり、２０１８年度から

県が共同保険者となりまして、国保財政を担うこと

とした、県単位化のほうが始まっております。 

 現在、本県の保険料水準統一化では、県内同一所

得同一保険料を目指して、２０３０年度に県内の保

険料率を完全統一する方針が示されております。 

 本市被保険者の国保税が急激な負担増とならな

いよう留意し、県及び県内市町と協調しまして、医

療費適正化の推進に取り組む必要があると考えて

ございます。 

 それでは、８ページの概要の進捗状況をご説明い

たします。 

 １つ目、兵庫県国保運営方針の改定に関する協議

です。 

 県の国保運営方針につきましては、県単位化を推

進するため、県及び県内市町が共通認識の下で、県

内国保の財政運営の安定化、事務の標準化、広域化

及び効率化等につきまして、目指す方向性や取組を

定めたものでございます。 

 この県内市町国保の統一に向けては、保険料水準

の統一の協議のほうが先行しておりまして、県への

納付金の算定や県市が保有する基金の活用につき

まして、検討されているところです。 
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 県内で１人当たりの医療費が最も低い本市とし

ましては、医療費適正化等のインセンティブの確保

を求めるとともに、被保険者負担が急激に上昇しな

いよう、県との協議に努めております。 

 ２つ目の国保税の収納率の向上では、９月末現在

の現年度課税分で２８．３％と前年度同期比較で０．

２％高い状況となっています。 

 なお、１０月末が確定しておりますので、ご報告

をさせていただきます。 

 現年度課税分で３８．１％でございます。前年度

同期比較では、０．２％高い状況で、コロナ流行前

の２０１９年度の同期比較では１．６％高い状況で

納付をいただいてございます。 

 ３点目の医療費の適正化の取組については、例年

同様にレセプト点検であったり、資格審査の実施を

継続して行っております。このほか、（１）に記載

の医療費通知を今年度も年６回予定しておりまし

て、奇数月に発送をしております。 

 また、（２）の後発医薬品の普及啓発事業では、

アに記載のとおり、後発医薬品利用差額通知を年２

回通知しております。８月診療分の普及率は７９．

４６％で、前年同期に比べて、約２．８％高い状況

となっております。 

 それから、イです。後発医薬品を希望する意思表

示カードケースを保険証の更新時に併せて配付す

ることとしておりまして、後発医薬品の普及啓発に

努めております。 

 ４点目の特定健康診査及び特定保健指導につき

ましては、２０２２年度の特定健診受診率は４４．

６％で、前年度より２．５％高い受診率となってい

ます。集団健診では、コロナ感染予防対策を講じて

実施しました。 

 次の特定保健指導では５３．０％と前年度より４．

５％低い状況ですが、他市町に比べまして、依然高

い率を維持しておりまして、健診会場での保健師に

よる健康相談等の活動が奏功しているものと考え

てございます。 

 今年度の集団健診は先日終了したところではご

ざいますけれども、申込者数が５００人程度少ない

状況でございました。実施に当たっては、受診がし

やすいように、コロナ前の平時に近い形で、お住ま

いの地域の健診会場で、１日当たりの受診枠も戻し

まして、感染症対策を行いつつ実施しておりました。 

 ５点目は、国保データベース等の活用です。ＫＤ

Ｂだけではなくて、ＮＤＢという厚生労働省提供の

レセプト情報とかも活用しながら、分析を行ってお

ります。受診行動や医療費の動向の把握に努めてご

ざいます。 

 続いて、９ページをご覧ください。乳幼児等・こ

ども医療費の助成です。現況と課題に記載のとおり、

本市の乳幼児等及びこども医療費助成制度につき

ましては、兵庫県の福祉医療費助成を活用しまして、

市が上乗せ助成を行い、保険診療に係る自己負担の

一部を助成しております。無料化については、２０

２１年７月診療分から、貧困の世代間連鎖の解消の

ため、非課税世帯のゼロ歳から中学校３年生までの

子供の外来受診に係る医療費について、自己負担額

を無料といたしました。また、２０２２年７月診療

分からは、子育て世帯の経済的負担軽減のため、３

歳児までの医療費につきまして、所得制限を設けず、

自己負担額を無料とし、今年７月診療分からは対象

年齢を拡大しまして、小学３年生まで実施をしてお

ります。 

 それでは、１０ページをご覧ください。進捗状況

を説明します。 

 ９月末現在の各医療費助成の受給者数と助成額

の状況につきましては、記載のとおりでございます。

今年７月から実施の対象年齢と助成範囲の拡充に

よる影響でございますが、まだ２か月ほどしか分か

りませんけれども、４歳から小学３年生の受給者、

約３，３００人のうち、所得制限を受けなくなった

ことにより、受給できることとなった方は４００人

程度でございます。そして、助成額としましては、

月額平均で約２３０万円増えてございます。１人当

たりの助成額といたしましては、制度改正前と比べ

て約５３０円上昇しております。前年度に制度改正

しましたゼロ歳児から３歳児までの動向を見ます

と、１人当たりの助成額で約５６０円上昇していた
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ものが、今年度ですね、約６０円の減少というふう

に転じておりまして、伸びがとどまっている状況で

ございます。 

 これらの動向は、自己負担額の増減と受診行動の

研究から、一般的に想定される医療費の動きをして

いると言えますけれども、短期間の単純な医療費助

成費の比較だけではなくて、多面的に効果検証や評

価を行う必要があると考えております。 

 くらし創造部、市民部からは以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 以上で、くらし創造部、市

民部の説明は終わりました。 

 ただいまの説明について、質疑、意見等があれば

お願いをいたします。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 説明ありがとうございました。

２つお伺いします。 

 消費者センターの関連ですけど、テレビなんかで

話題になっとる統一教会ですけど、話題になった時

点で、豊岡市で統一教会の被害についてありますか

と一回聞きに行ったときはなかったんです、半年か

１年前だったか。この間、統一教会の被害の相談と

かあったでしょうか、お聞きします。 

 それから、国保に関してですけど、１人当たりの

医療費が兵庫県の中で最も低い豊岡市と、医療費適

正化などのインセンティブの確保を強く求めてい

るって書いてある、進捗状況の１番のとこですけど

も、このインセンティブの確保というのはどういっ

たことでしょうか、教えてください。以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 宮下課長。 

○生活環境課長（宮下 泰尚） ご質問のあった統一

教会に関するご相談は、私の記憶する限り、ありま

せん。以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 恵後原課長、どうぞ。 

○国保・年金課長（恵後原孝一） お尋ねのインセン

ティブの確保ということですけれども、これにつき

ましては、県内の医療費のほうが、京阪神の地域の

ほうではやはりちょっとこちらの但馬地域よりも

高いという状況にございます。そちらのほうを何か

しらの制約というか、そういうふうなものを使って、

例えば保健事業ですね、そういうのの活用によって

押し下げていくというふうなことを考えてござい

ます。以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 統一教会のほうは、過去に遡

って、もし、過去はどうだったかいうのもできたら

教えていただきたいのと、それから、何ですか、医

療費、県内で最も低いいうことは、あまりお医者さ

んにかかってないという理解でええんでしょうか。 

 それで、しかし、国保は２０３０年には県統一で

同じだけ、負担は県民みんな一緒になるということ

だと思うんですけど、今言われたのはちょっともう

一つよく……。医療費を抑えるように、阪神間は医

療費は高いと。こっちのほうは医療費が低いわけで

すけど、医療費をもっと抑えるように言うてるとい

うのは、もうちょっと詳しくお願いできませんか、

すみません、理解できない。 

○委員長（芦田 竹彦） 恵後原課長。 

○国保・年金課長（恵後原孝一） すみません、先ほ

ど言いました保健事業ですね。保健事業をしますと、

やはり皆さんが健康になって、医療費も下がってく

るというふうなことで、保健事業を県内で推し進め

ようということです。 

 今、各市町ごとにばらばらの、その地域、自治体

特有のところで、皆さん、頑張っておられると思う

んですけれども、そこの統一も考えながら、それを

進めていこうというふうなことですし、あと、交付

金関係では、保険者努力支援交付金というのがござ

いまして、保険者の自助努力で、その交付金がよう

けもらえるようになってるような制度でございま

す。ですので、各保険者の、そちらはなるべくポイ

ントが取れるように、取って交付金が増やせて、な

おかつ医療費のほうですね、反映できたらいいなと

いうふうな話をしてございます。以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 宮下課長。 

○生活環境課長（宮下 泰尚） 過去の状況について

調べて、後に資料を、あったら何件とか、なければ

なしの回答になると思いますが、報告させていただ

けばよろしいでしょうか。 
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○委員（須山 泰一） そうしていただければありが

たいです。ありがとうございます。両方。 

○生活環境課長（宮下 泰尚） 承知しました。 

○委員（須山 泰一） 両方とも、ありがとうござい

ます。以上で結構です。 

○委員長（芦田 竹彦） 以上ですか。よろしいです

か。 

○委員（須山 泰一） はい。 

○委員長（芦田 竹彦） それでは、続いて、健康福

祉部、説明をお願いいたします。 

 社会福祉課、丸谷課長。 

○社会福祉課長（丸谷 祐二） よろしくお願いいた

します。 

 健康福祉部からは、まず、社会福祉課から始めさ

せていただきます。 

 社会福祉課からは、２件の事業についてのご説明

をさせていただきます。 

 事務概要の１１ページをご覧ください。豊岡市地

域福祉計画の推進についてでございます。この地域

福祉計画は、社会福祉法第１０７条の規定に基づき

策定する計画で、現在の計画はより実効性の高い計

画とするために、２０２２年３月に豊岡市の行政計

画と豊岡市社会福祉協議会の行動計画を一体的に

作成をいたしております。 

 計画期間は２０２２年度から２０２６年度の５

年間となっておりまして、本年度が計画の２年目に

なります。今後、住民、関係者や市の社会福祉協議

会、市が目指すべき方向性を共有して、それぞれの

役割の下で連携、協働し、計画で定めた施策の達成

に向けて取組を進めていく必要があると考えてお

ります。 

 この地域福祉計画では、基本理念を「一人ひとり

がつながり ともに創る安心な地域 豊岡」、基本

目標を「住民の主体的な地域づくり」と「総合的・

包括的な相談支援体制づくり」としております。 

 このため、２０２３年度におきましては、次の２

つの項目について重点的な取組を進めております。 

 事業の概要でございますが、１つ目は、重層的支

援体制整備事業の実施に向けた検討としておりま

す。繰り返しになりますけれども、地域住民の複合

化・複雑化した支援ニーズに対応するためには、複

数の分野を横断的に連携する包括的な支援体制を

構築するということが重要になってまいります。こ

のため、厚生労働省が創設しております重層的支援

体制整備事業の実施について、引き続き検討を進め

ているところでございます。 

 また、２つ目としまして、身近な相談拠点の強化

といたしまして、支援が必要な人を漏れることなく

把握をし、さらに支援につなげるためには、身近な

地域において、相談しやすい体制をつくることが必

要と考えております。 

 そのため、身近な相談相手である民生委員・児童

委員ですとか、民生・児童協力委員、福祉委員、関

係機関等が連携することで、相談支援につながる体

制づくりを行っていくこととしております。 

 次に、進捗状況です。重層的支援体制整備事業の

実施に向けた検討としまして、１２ページになりま

す。８月には、先進地であります久留米市とのオン

ラインの研修、今月、１２月には兵庫県主催の包括

的支援体制づくりセミナーに参加をしております。

制度につきまして、理解を深めるとともに、随時、

社会福祉協議会等と協議を進めているところでご

ざいます。 

 また、２つ目、身近な相談拠点の強化といたしま

して、地域ごとに設置されました各単位民児協にお

きましては、民生委員・児童委員と民生・児童協力

委員や福祉委員との合同研修会を開催するととも

に、同じくそれぞれの委員の方や区の役員さん方等

の福祉関係者の連携の場、課題の検討を行う場とし

て、福祉連絡会の実施をしたり、認知症、見守り・

声かけ、災害時の対応などの地域課題等をテーマと

した、地域福祉研修会を実施しております。 

 続きまして、１３ページをご覧ください。障害者

福祉計画の策定についてでございます。 

 障害福祉サービス等の提供体制や自立支援給付

等の円滑な実施を確保することを目的に、２０２１

年２月に策定いたしました第６期豊岡市障害福祉

計画・第２期豊岡市障害児福祉計画につきましては、
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今年度、２０２３年度末をもって計画期間が終了を

することとなります。このため、来年度、２４年度

から２６年度までの３か年を計画期間とした次期

計画を策定するものです。 

 事業の概要でございますが、計画期間は国の基本

指針に定められておりますので、来年度、２４年度

から２６年度の３年間ということになってまいり

ます。 

 策定の体制といたしまして、地域障害者関係団体

の代表者、福祉、医療、雇用及び就労の関係者、学

識経験者、公募委員等で構成します豊岡市障害者福

祉計画策定委員会を設置をいたしております。 

 また、グループインタビューやパブリックコメン

ト等を実施することにより、市民の皆様方からの意

見を集約を行い、計画の策定を実施していきたいと

考えております。 

 次に、進捗状況でございます。策定委員会の開催

状況につきましては、計画の４回のうち、これまで

２回開催を終了しております。グループインタビュ

ーの実施につきましては、これまで各障害種別ごと

に計８回開催をしておりまして、障害者本人、家族

及び支援者の方、計５８名の方にご参加をいただい

ております。 

 主な聞き取り内容は、将来に向けた夢やこれから

やってみたいこと、地域や市民に求めること、地域

生活の困り事、地域生活・就労支援で必要なこと、

公共施設に求めるもの、医療機関等に期待すること、

災害時の不安等でございました。 

 障害種別ごとの参加者数、主なご意見につきまし

ては、表のとおりでございます。 

 施設のバリアフリーに関することですとか、災害

時や緊急時での情報確保や避難行動に関すること、

その他、地域内での日常生活における不安や心配事

を述べられる意見が寄せられているというふうな

印象を持っております。 

 今後の予定ですが、策定委員会を今後１２月と１

月の２回開催するとともに、パブリックコメントを

１月に実施をし、広く皆さんのご意見を求めた上で、

計画の策定に向かいたいと考えております。 

 社会福祉課からは以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 高年介護課、定元課長。 

○高年介護課長（定元 秀之） １５ページをご覧く

ださい。 

 １項目め、介護保険事業の円滑な推進について説

明いたします。 

 現況と課題ですが、本市の高齢化率は年々増加し

ており、兵庫県の平均を大きく上回っております。

今後、団塊の世代の方が７５歳の後期高齢者となる

２０２５年度には、要支援・要介護認定者のさらな

る増加が見込まれるため、医療や介護などが一体的

に提供される地域包括ケアシステムの推進が重要

となってきます。 

 それでは、１６ページをご覧ください。進捗状況

を説明します。 

 １の地域包括ケアシステムの推進です。 

 まずは、（１）の在宅医療・介護連携の推進です。

豊岡市在宅医療・介護連携推進協議会の取組として、

（ア）今年度は１０月４日に研修会を実施しました。 

 次に、（イ）のバイタルリンクの使用です。バイ

タルリンクとは、医師と介護の多職種連携システム

で、医療版のＬＩＮＥのようなものであります。登

録件数は、１０月末で６２か所で、昨年に比べ１５

か所増加をしております。豊岡市内の関係機関数は

１６８か所ですので、登録率は３６．９％となりま

す。在宅介護にとっては有効なシステムですので、

今後も登録件数を増加させるよう努力をいたしま

す。 

 （ウ）の訪問診療医の紹介ですが、病院を退院す

る在宅訪問診療医師のいない訪問診療の希望者に

対して、かかりつけ医師の調整を行っております。

１０月末で７件、医師を紹介をしております。 

 続いて、（２）の地域ケア会議の推進です。 

 アの自立支援に向けたケアプランについての内

容を検討する自立支援型地域ケア会議を、１０月末

で２７回、イの高齢者が生活していく上で困難なケ

ースの課題解決について、随時検討をいたします個

別ケア型地域ケア会議を、１０月末で１６回実施を

しております。 
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 さらに、ウとして、自立支援型と個別ケア型から

抽出された課題をさらに分析して、対応策を検討す

る地域課題整理型ケア会議を年に２回、各地域ごと

に開催をしております。 

 また、エの地域ケア推進会議は、アからウまでの

各会議において、豊岡市全体として解決したほうが

よいという課題について、さらに検討をするため、

今年の５月に設置をいたしました。特に重要な課題

については、会議の中に部会を設けることとし、

（ア）として、近年増加をしております独居老人等

において、支援者がいない高齢者への対応策として、

身寄りなし検討部会を、（イ）として、買物する場

所が遠いなど、買物が困難な高齢者への支援策とし

て、移動販売への支援部会をそれぞれ設置して、現

在検討をしております。 

 （３）の認知症施策の推進は、２２ページで説明

をいたします。 

 （４）の生活支援・介護予防サービスの充実・強

化ですが、主なものを記載をしております。 

 アの予防給付基準訪問介護事業、続きまして、１

７ページをご覧ください。 

 イの予防給付基準通所介護事業、ウの通所型介護

予防事業（運動からだ元気塾）につきましては、昨

年と同様で、記載のとおりの内容の事業を実施をし

ております。 

 ア、イの延べ利用者数は前年に比べ減少し、ウの

延べ参加数は増加をしております。 

 エの支え合い通所介護事業、オの支え合い生活支

援サービス事業につきましても、２２ページで説明

をさせていただきます。 

 （５）の高齢者の社会参加の促進ですが、老人ク

ラブ活動促進事業として、単位老人クラブ及び老人

クラブ連合会に対して補助金を交付したり、老人ク

ラブの役割について理解を求めるため、住民に周知、

広報を行っております。 

 近年はＳＮＳの時代でありまして、老人クラブが

日頃の活動を動画に作成をしております。豊岡市の

ホームページにもアップをしておりますので、１度

ご覧ください。 

 次に、２の財源の安定確保です。 

 保険料の収納確保ですが、こちらは例年どおり、

アからエの内容を実施しております。なお、エの項

目ですが、今年度も介護保険料徴収員を配置し、未

納の方へ督促の強化を図っておりますが、例年でし

たら、未納者宅へ出向き、現状を聞き、分納誓約等

を締結し、滞納金額の一部を徴収をしておりました

が、なかなか徴収件数、徴収金額も増加しないため、

今年度は自宅訪問をせず、督促状の郵送、電話によ

る督促を強化し、滞納者が放っておいても徴収に来

てくれるという考え方を改めさせ、自分で納めると

いう方向に意識を変えようと努力をしました。 

 結果、オの滞納徴収金額ですが、１０月末現在で

徴収金額は約１万２，０００円ほど減少しておりま

すが、徴収件数は７２件増加をしております。 

 今後も未納者の現状を把握しながら、その人に合

った方法で、少しでも滞納金額を減少するよう努力

をいたします。 

 最後は、３の介護給付の適正化です。 

 まず、（１）の要支援・要介護の認定及び訪問調

査の適正化ですが、アの県主催の要介護認定調査員

を対象とした研修会への参加、イの年３回程度の介

護認定係内の連絡会等を実施しまして、現在２２名

います介護認定調査員の誰もが公平で適正な調査

を実施できるよう、技能の向上及び情報の共有を図

っております。 

 要支援・要介護の認定者数はウに記載のとおり、

今年の８月末時点で５，１０７人です。前年同月が

５，１３１人でしたので、１年間で２４人減少をし

ております。 

 次に、（２）のケアプランの点検です。 

 ケアプランとは、要介護状態になっても、利用者

が可能な限り居宅において自立した日常生活を送

れるよう、必要なサービスの種類や量を介護支援専

門員などが策定したものです。そのケアプランが、

正しく作成できているかを点検をいたします。 

 アの運営指導時の点検は、１１月からスタートを

しますので、１０月末はゼロ件です。 

 イの随時点検は１５５件となっております。 
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 続きまして、１９ページをご覧ください。 

 ２項目めは老人福祉計画・第９期介護保険事業計

画の策定です。 

 現況と課題ですが、２０２１年３月に策定しまし

た老人福祉計画・第８期介護保険事業計画が、２０

２４年３月末、今年度で終了するため、新たに老人

福祉計画・第９期介護保険事業計画を現在策定をし

ております。 

 それでは、概要の３、全体スケジュールの進捗状

況で説明をさせていただきます。２０ページをご覧

ください。 

 最初に訂正です。２行目ですが、４月から７月に

かけアてンケート調査と記載をしておりますが、４

月から７月にかけてアンケート調査の間違いです。

申し訳ございません。 

 それでは、説明をさせていただきます。 

 １の各種アンケート調査集計分析ですが、４月か

ら７月にかけて、５項目をアンケート調査いたしま

した。 

 続きまして、２の策定委員会の開催ですが、現在、

第１回から第４回まで開催し、それぞれ記載の内容

について協議をいたしました。第５回の策定委員会

で、全ての協議を終える予定としております。 

 ３の今後の予定としまして、来年の１月下旬から

２月上旬にかけて、パブリックコメントを実施し、

３月議会において、豊岡市介護保険条例等を上程し、

３月末には計画書が完成し、委員の皆様にも第９期

の計画書をお渡しする予定としております。 

 私からの説明は以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 高年介護課、和田参事。 

○高年介護課参事（和田 征之） 引き続き、高年介

護課所管分についてご説明申し上げます。資料のほ

うは２１ページをお願いします。 

 私からは、高齢者ができる限り住み慣れた地域で

暮らし続けられるよう、介護予防・生活支援体制の

整備及び認知症総合支援事業について、ご説明申し

上げます。 

 まず、介護予防・生活支援体制の整備についてで

ございます。 

 １、（１）、ア、一人暮らし高齢者等安心・見守

り活動です。この事業につきましては、行政区にお

いて、月２回程度、高齢者宅を訪問し、見守り等を

行っていただいた場合におきまして、奨励金を交付

するものでございます。 

 今年度、２０２３年度１０月末現在におきまして、

全行政区のうち８６．６％に当たる３１１区で実施

していただいております。 

 ２２ページをお願いします。イ、ふれあいいきい

きサロンです。ふれあいいきいきサロンにつきまし

ては、高齢者の社会参加と住民交流の促進を図るこ

とを目的としまして、行政区や地域コミュニティが

行うサロン活動に対しまして、補助を行うものでご

ざいます。１０月末現在で２６６行政区、２５のコ

ミュニティで実施していただいております。昨年度

比較では、１行政区１コミュニティの増加でござい

ます。 

 これらの事業、見守り活動、サロンにつきまして

は、２０１８年度から実施しておりまして、今年度

で８年目となりました。 

 次に、（２）支え合いサービス事業です。これは、

介護施設事業所等の職員が独り暮らしの高齢者宅

に訪問し、身体介護を除く配食・安否確認、家事援

助等を行う訪問系の支え合い生活支援サービス、そ

して、短時間の体操や食事を提供する通所系の支え

合い通所介護の２事業でございます。 

 通所介護事業は、地域コミュニティ単位において、

ＮＰＯ法人であったり、社会福祉法人あるいは住民

主体の団体によって実施していただいております。

今年度６月末現在の実績は、支え合い生活支援サー

ビスは１１地区で実施、実利用人数は１００人、支

え合い通所介護事業につきましては、１３地区で実

施、実利用者人数は１１５人となっております。 

 次に、２、認知症総合支援事業（認知症あんしん

大作戦）の推進でございます。認知症の方が、でき

る限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けら

れるよう、認知症予防や介護者の支援、また、地域

との連携など、認知症に係る様々な事業を行ってい

るところでございます。 
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 ２３ページにその主な内容を記載しております。 

 １つ目として、認知症に関する普及・啓発の促進

です。認知症について、多くの方が理解し、見守り

支援するため、認知症サポーター養成講座を開催し

ております。１０月末現在で１１回、２０５人に実

行していただいております。小学校などでも実施し

ているところでございまして、また、認知症に関す

る正しい知識と理解、普及・啓発を目的に、ＤＶＤ

を一昨年作成し、市民に貸出しも行っているところ

でございます。 

 ２つ目、早期発見・早期対応です。医師、看護師、

作業療法士、社会福祉士などで構成する認知症支援

チームにおいて、早期において認知症の方やその家

族に関わり、早期診断、早期対応に向けた支援など

を検討する会議を、隔月で１回実施しております。 

 ３つ目、認知症ケアとしましては、医療、介護従

事者に対する研修、（５）につきましては、介護さ

れている家族の方などへの支援、６としましては権

利擁護の推進です。 

 ７の地域見守り体制です。これは、生活関連の事

業所などと協定し、例えば郵便局や運送会社と協定

し、新聞がたまっているなど、関係機関が高齢者の

ちょっとした気がかりなことに気づいたときなど

に、地域住民で見守るという高齢者見守りネットワ

ーク事業を行ったり、認知症の方を事前登録し、登

録番号つきのステッカーを靴などに貼っていただ

くことで、万が一のときの早期に身元確認ができる

認知症高齢者等見守り・ＳＯＳネットワーク事業を

展開しているところでございます。 

 高齢者見守りネットワークの協力事業者は３２

４事業所、認知症高齢者等見守り・ＳＯＳネットワ

ークの協力機関は１４８機関、登録の高齢者につき

ましては、今年度１５人増え、計１１０人となって

おります。 

 なお、これら認知症支援の体制整備や検討につき

ましては、豊岡市認知症支援ネットワーク会議での

意見などを踏まえて実施しているところでござい

ます。 

 説明は以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 健康増進課、宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、ページは

２４ページをお願いします。 

 健康増進課からは、保健事業・健康増進事業の推

進と新型コロナワクチン接種の推進の２点を説明

したいと思います。 

 まず１点目、保健事業・健康増進事業の推進につ

いてです。 

 現況と課題については、市民の健康の保持・増進

のため、健診や健康相談などを実施することにより、

健康づくりへの意識啓発や知識の普及を図ること

により、生活習慣病予防やフレイル予防など、健康

づくりの推進を図る必要があるとしています。 

 基本方針については、個人の健康づくりへの取組

が家庭や地域、職場などに広がり、市全体の元気に

つながることを目指し、施策を推進することとして

います。 

 概要及び進捗状況につきまして、健康増進課の事

業で主なものを説明したいと思います。 

 １の総合健康ゾーン健康増進施設管理について

ですが、ウエルストーク豊岡について、昨年度実施

しました劣化診断調査及び民間の活力の利用手法

の調査業務に基づきまして、２０２４年度に実施す

る予定の次期事業者の募集に向けて、方針の決定や

要求水準の作成などを行うこととしています。 

 進捗状況ですが、実施方針、それから、要求水準

書の（案）の公表に向けて、現在は内部で協議を行

っているところです。 

 今後の予定としましては、２０２４年１月に実施

方針・要求水準書（案）の公表、２０２４年４月に

募集要項等の公表、２０２４年９月に優先交渉権者

の決定、同じく１２月に指定管理者の指定に関する

協定及び維持管理・運営業務契約の締結、２０２５

年４月に第２期事業を開始ということで予定をし

ております。 

 ２の感染症予防対策で、風疹に対する追加対策に

ついてですが、昭和３７年４月２日から昭和５４年

４月１日生まれの男性を対象とする追加対策が、２

０２４年度まで延長されたため、抗体検査と抗体が
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陰性の方に対するワクチン接種を実施することと

しており、抗体検査、予防接種はいずれも無料とな

っています。 

 進捗状況ですが、抗体検査は３，９６８人が受け

られ、うち陰性の方が１，３８６人で、予防接種を

受けられた方が１，１４３人となっています。 

 ３の健康運動教室（玄さん元気教室）の普及・拡

大についてですが、（１）の教室数ですが、今年度

の目標としては、年度末までに２３５教室の立ち上

げを目指すこととしていますが、現在は２１１団体

となっています。 

 （２）の支援関係ですが、運動が継続できるよう、

体力に合わせた支援を行うとしています。今でも運

動指導員等が参加者の身体状況に合わせた体操の

指導を行い、個別に支援していますが、今後はＤＶ

Ｄを見ながら、自主活動で運動が継続できるよう支

援を行っていきたいと考えています。 

 ４の歩キングの推進についてですが、（１）の正

しい歩き方教室ですが、歩くことを長く続けるため

には、膝や腰に負担が少ない正しい歩き方を身につ

けることが重要だと考えていますので、正しい歩き

方講座を開催することとしています。 

 （２）の地域コミュニティでの普及啓発ですが、

地域コミュニティとも連携しながら、正しい歩き方

の普及啓発を行っていきたいと考えています。 

 進捗状況につきましては、記載のとおりとなって

いますので、ご清覧いただきたいと思います。 

 なお、（２）の地域コミュニティでのワークショ

ップのうち、１１月１３日の港地域での実施につき

ましては、都合により２７日に変更しております。 

 ５の運動健康ポイント制度についてですが、（１）

の運動健康ポイントシートの普及です。運動健康ポ

イントシートの配付や受け取りについて、地域コミ

ュニティと連携し、普及を図りたいと考えています。 

 （２）のとよおか歩子については、登録者が増加

するよう、小・中学校やこども園とも連携し、普及

を図っていきたいと考えています。 

 進捗状況につきましては、記載のとおりとなって

いますので、ご清覧いただきたいと思います。 

 続きまして、２６ページをご覧ください。新型コ

ロナワクチン接種の推進についてです。 

 現況と課題についてですが、新型コロナウイルス

感染症に係るワクチンについて、円滑に接種できる

よう取り組んでいるところです。 

 基本方針についてですが、１２歳以上の方、５歳

から１１歳の小児の方、生後６か月から４歳の乳幼

児の方への接種を実施するとしています。 

 概要についてですが、１の接種が受けられる期間

については、２０２３年度の１年間は、これは自己

負担なしで接種できることになっています。 

 ２の２０２３年度のスケジュール等についてで

すが、（２）の２０２３年度の接種をご覧ください。

現在、１つ目の初回接種と３つ目の秋開始接種を実

施しているところです。 

 ３の初回接種ですが、対象者は生後６か月以上の

方で、接種回数は生後６か月から４歳までの方は３

回、５歳以上の方は２回となっています。使用する

ワクチンについては、９月２０日以降については、

オミクロン株のＸＢＢ対応１価ワクチンとなって

おります。接種の体制としては、１２月中について

は、市の施設で行う集団接種で行っていますが、１

月からは市内の協力医療機関で行う個別接種で行

う予定としております。 

 ４の春開始接種については、９月１９日までで終

了しています。 

 次に、２７ページをお願いします。現在実施して

います５の秋開始接種ですが、対象者は初回接種を

完了した生後６か月以上の方で、そのうち努力義務

がある方は①の６５歳以上の高齢者、②基礎疾患を

有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認め

る方になります。 

 使用するワクチンについては、初回接種と同じオ

ミクロン株のＸＢＢ対応の１価ワクチンとなって

おり、接種体制については、１２月中は市の施設で

行う集団接種と市内の協力医療機関で行う個別接

種の２体制で行い、１月からは主に協力医療機関で

行う個別接種で行う予定にしています。 

 ６にワクチンの接種量を記載していますので、ご
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清覧ください。 

 ７の次年度以降の予定ですが、現時点では、国か

らはまだ具体的な方針が示されていないため、未定

としております。 

 進捗状況ですが、春開始接種と秋開始接種の接種

率を記載していますので、ご清覧いただきたいと思

います。 

 健康福祉部の説明は以上になります。 

○委員長（芦田 竹彦） 以上で健康福祉部の説明は

終わりました。 

 ただいまの説明について、質疑、意見があればお

願いをいたします。 

 須山委員、どうぞ。 

○委員（須山 泰一） すみません、担当の部署に関

わる質問だけですけども、但東町の中山のほうでス

ーパーが閉店して、買物難民になったというような

相談、ちょこちょこ、この間受けてまして、さっき

あったように、移動販売のこと出てましたけど、そ

ういう部署はこの高年介護課いうことでよろしい

でしょうか。 

 それから、今日の新聞に日高のアンズケアという

高齢者の移動支援のこと出てましたけど、あれはこ

こでしたか、あっちの交通のほう、都市整備のほう

なんか、そこら辺、教えていただきたい。 

○委員長（芦田 竹彦） 定元課長。 

○高年介護課長（定元 秀之） アンズケアに関して

は、都市整備課が担当のほうになっておりますので、

質疑のほうはそのようにお願いします。 

 移動スーパーのほうの関係、これにつきましては、

先ほどもある程度、買物難民というのか、なかなか

できないこと、それを含めていろいろと高年介護課

のほうで、高齢者の買物難民ということでいろいろ

と考えております。 

 先ほど言いましたように、部会等で協議をしてお

りまして、高年介護課でできる範囲のことを、今、

考えておりまして、それについて、スーパーがなく

なるだとか、その辺はまた豊岡市全体で考えていき

ますので、まず、どうしたら買物難民の方が救える

かということを、まず考えていきたいということで

立ち上げたというところですので、いろいろとそう

いう協議をして、模索を考えているというところで

す。 

 説明は以上です。 

○委員（須山 泰一） 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

○委員長（芦田 竹彦） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） それでは、２点ほどお願いし

たいと思います。 

 １点目なんですけど、１１ページの地域福祉計画

の推進の中で、相談拠点等々はあるんですけど、最

近よく聞くのが、していただいてる民生委員だとか

児童委員とか、そういった協力員の方々の成り手が

非常に厳しいというふうな話もよく聞いたりだと

かしている中で、やはりかなり、これからがまた、

そういった相談等々も増えていく中で、要はそうい

った相談等々が十分にこれから、また、今、そうい

った問題があるのか、そういったところを一つお聞

きしたいということと、次の１３ページの障害者の

福祉計画であるんですけど、これも様々な支援とい

いましょうか、支えというのはあるんですけど、昨

今よく言われているのが、本人はいろいろあるんで

すけど、その支えている家族の方々等のケアといい

ましょうか、そこが非常に大変なところで、そうい

ったところもこれからは特に核家族化等々もして

いく中で、非常に重要な問題になっていくのかなと

いうふうに思っております。 

 そういったところの考え方だったり、今後の対応

だったり、課題等々があるのかないのかを、この２

点を教えていただけますか。 

○委員長（芦田 竹彦） 丸谷課長。 

○社会福祉課長（丸谷 祐二） 先ほど、２点ご質問

いただきました。 

 まず、民生委員・児童委員等への成り手の問題に

ついてでございます。豊岡市内でも定員を定めまし

て、各行政区ごとに民生・児童委員さんの就任をお

願いするような体制を取っているわけでございま

すが、現実に定員に満たない地区というのもござい

ます。これも非常に、議会でもいろいろとご質問い
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ただいておることでございまして、もう少し定員を

絞るべきではないかというご意見もいただきます

し、他方で、定員を減らすということは、お一人お

一人の委員さんの担当されるエリアとかが広くな

ってきて、ご負担が増えるという側面もございます

ので、非常にこの対応については苦慮しているとこ

ろでございます。 

 おおむね現在、定員を僅かに切る程度まで、何と

か委員さんには就任いただけるようなところまで

は持ってきておりますが、まだまだ十分ではござい

ませんので、引き続き委員さんの就任について、各

地域にお願いをしているというのが現状でござい

ます。 

 それから、相談対応への影響も併せてお聞きいた

だきました。実際にその地域を、例えば自分のお住

まいの地域を越えて相談を受けられるような委員

さんというのも、現実には出てきているということ

で、そういった委員さんのお困り事につきましては、

事務局のほうでお話を聞かせていただいて、何とか

解決策を一緒に考えていくというふうな対応を進

めているところでございます。 

 それから、もう１点、お尋ねいただきました。障

害者を支えている家族への支援についてでござい

ます。 

 本市の自立支援協議会の中で部会を設けまして、

いろいろな検討を重ねております。その中で、これ

は障害児を持っておられる家族の方への支援とい

うことで、具体的な方策としまして、おはなしカフ

ェというふうな活動をしてはどうかというふうな

ご提案をいただいているところでございます。テー

マを決めて研修をしたり、あるいは施設の見学をし

て、ご自身のお子さんに合ったような施設、事業所

を見ているというふうな経験を体験すること、あわ

せて、そういった同じようなお悩みを持ってらっし

ゃいますご家族の方で、いろんな意見交換、情報交

換ができる場を設ける、そういったふうなものを設

置してはどうかというふうなご意見をいただいて

おりますので、そういったものの実現について、現

在、検討をしているところでございます。 

 あと、どうしても、現在、計画策定の中でニーズ、

これまで３年前につくりました計画と大きく数値

が変わってきてるところで、子供さんの発達に課題

のあるというところが大変増えてございます。これ

についての対応につきましては、当然、必要な障害

福祉サービスの供給量というのについても精査を

していく必要があると思いますし、あわせて、家庭

においても保護者の方から児童の発達にプラスに

なるような行動、活動ができるように、ペアレント

トレーニングというものも取り入れていくべきで

はないかというふうに、こども未来課と合わせて課

題を共有しておりますので、これについても実現が

何とかできないかということを、現在、考えている

ところでございます。 

 私からは以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） ありがとうございました。本

当にこれ、なかなか難しい問題なのかなというふう

に思いますし、特に先ほどありましたように、大き

い、人がおる地域はある程度、確保されるのかと思

うんですけど、やはりまちから離れたところになれ

ばなるほど、ちょっと言葉がいいのか、年寄りの方

が年寄りを見ているような状況になって、年々、そ

ういった意味合いではそのケアといいましょうか、

そういった質が低下していくというふうに考えら

れますので、なかなか形だけ整えてだけでは、やっ

ぱり駄目なところがあるかと思いますので、新たな、

ある意味、豊岡オリジナル的なケアの形、民生委員

とか、従来の形以上のところから幅を広げていって、

ケアを若い方からもそういった体制づくりを、ちょ

っといろいろ考えていただきたいなというふうに

思います。その辺りのやつが、ちょっと答えていた

だきたいのと、あと、障害者に関しましても、少数

といいましょうか、なかなか全体的な人数は少ない

ところがあるので、ただ、やはり公といいましょう

か、行政としてやるべきところは、そういった弱者

といいましょうか、弱いところに対して、しっかり

手当をしていただきたいなと。これもいろいろ考え

られてるとは思うんですけども、いろんなやり方が
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あると思いますので、従来型の形にとらわれずに、

いろんな形をオリジナル的に想像力を生かして、原

田部長の想像力を生かしていただいて、しっかりと

やっていただきたいなというふうに思っておりま

すので、そこは意見といいましょうか、よろしくお

願いしたいと思います。 

 １点目だけ、ちょっとだけ答えていただけますか。 

○委員長（芦田 竹彦） 原田部長。 

○健康福祉部長（原田 政彦） 今は高齢者の方が高

齢者をケアするということで、そこは非常に厳しい

ものがあるだろうという中で、今、地域おこし協力

隊員というような中で、募集をかけて、コミュニテ

ィナースを採用して、特に竹野の中の竹野南におい

ては、２年前かな、コミュニティナースを採用され

て、地域の中でなかなか家から出にくい方、そうい

った方々に対してアウトリーチ、家庭訪問しながら、

バイタルチェック、要は血圧とか、その辺を皮切り

に具体的にお困りのことは何なのかというような

ところで、アウトリーチをされております。 

 今年に入ってから、今度は豊岡地域のほうにコミ

ュニティナースを、また、地域おこし協力隊員とし

て雇用されて、そういった活動を、今、豊岡地域の

中でもされようとしているところです。それが、

徐々に豊岡全域に広がっていったら、また、それは

それでなかなか外に出にくいようなお年寄りの方

であるとか、そうではない若い方への話し相手、そ

ういったことも可能だと思いますので、そういった

ものが広がってくればなと、今、思っているところ

です。以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） 最後に、意見といいましょう

か、できるだけ、昔でしたら老人会とか、いろいろ

地域の中で集まりがあったりだとかしてると、それ

をお声がけしたりだとか、今でもしてるんでしょう

けど、やっぱりその地域からも全体でケアできるよ

うな、要は人と人との触れ合いといいましょうか、

つながりをどういうふうにつくっていくのかも、あ

る意味、大きい枠の中では、そういった要望といい

ましょうか、ケアができるのかなというふうに思い

ますので、ある一部の方ばかりじゃなくて、地域全

体でしっかり見ていくという考え方も、ちょっと持

っていただければなというふうに思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○委員長（芦田 竹彦） 原田部長。 

○健康福祉部長（原田 政彦） そこのところは非常

に大きな課題だと思っています。そんな中で、今、

既存の事業としては、玄さん元気教室であるとか、

それから、あと、サロン活動がございます。ただ、

悲しいかな、そこに参加される方はやはりもう固定

化されてきていて、ここは高齢者が集まる場所であ

るとか、そういうイメージが出来上がってしまって

おりますので、なかなか新規でその中に入りにくい

というような実態があることが浮き彫りになって

おりますので、今、始めようとしてるのが、社会福

祉協議会を中心になってではございますけれども、

地域の中に入り込んでいって、それぞれ地域の人の

話を聞く中で、どんなニーズがあるのか、どういう

場が必要なのかというのを、お一人お一人から聞く

中で、それを具現化していこうというような試みを

されています。それは、その場が少人数になるか分

かりませんし、もう少し大きな場になるか分かりま

せんけども、そういったものを愚直ではありますけ

ども、一つ一つ前に進めようと、今、されておりま

すので、市としてもちょっとそこを背中を押してい

きたいなというふうに思っているところです。以上

です。 

○委員長（芦田 竹彦） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） どうぞよろしくお願いします。 

 また、ほかの介護だったりも、人材不足があるか

と思うんで、本当に従来型の考え方でやっちゃうと、

どんどん小さくなっていきますので、しっかりと違

う目線で、先ほど言われるような形も使いながらや

っていただければなと思います。以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） それでは、皆さんからはご

質疑ございませんか。 

 和田参事。 

○高年介護課参事（和田 征之） 先ほど、須山委員

のほうからご質問いただきました、本日の新聞報道
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の件で、担当部署はというところでございます。補

足説明のほうをさせていただきたいと思います。 

 現在、豊岡市のほうには、ＴＳＣという豊岡スマ

ートコミュニティ推進機構というものを設立して

おります。この中で、公共交通の維持、活性化、福

祉モビリティーの活用、ＤＸデータを活用した生活

利便性の向上、業務効率化等に取り組んでおられる

ところでございます。 

 この中で、先ほど、都市整備課でいうようなとこ

ろのご説明を申し上げたところでございますけど

も、都市整備課も含めて、高年介護課のほうも連携

して取り組んでいるところでございます。 

 全体的なこのＤＸ、スマートコミュニティＴＳＣ

につきましては、管轄はＤＸ行財政改革推進課にな

ります。以上でございます。 

○委員（須山 泰一） ありがとうございました。 

○委員長（芦田 竹彦） 太田委員。 

○委員（太田 智博） すみません、いいですか。す

みません、２点ばかし教えてください。 

 まず、高年介護課の認知症総合支援事業の中に、

認知症カフェの周知だとかがありますけど、これは

各行政区でもこの認知症カフェというのはされて

るかと思うんですけど、市内８か所で実施というの

は、これ、区がやってる話ではなくて、豊岡市が主

体でやってるものなのかというのが１点と、その下

に地域見守り体制の推進ということで、高齢者見守

りネットワーク事業だとか、ＳＯＳネットワーク事

業ありますけど、これ、協力事業者がここに書かれ

てて、事前登録者が１１０人となってますけど、例

えば独居老人宅でも認知症になってる方とかいら

っしゃいますけど、そういう場合、例えば民生委員

のほうから、こういう促されて登録されたような事

例はないのかというのをお聞かせ願いたいと思い

ます。 

 最後、１点だけ。健康増進課の新型コロナの接種

の関係で、秋募集、９月から年度末されてますけど、

昨日もちょっと違う会合がありまして話聞いてま

すと、もうコロナはほとんどなくて、今、どっちか

いったらインフルエンザがはやってきてるという

話もあるし、タミフルがほとんどもうない状態だと

いうことを、他の自治体では耳にするんですけど、

もし情報が入ってれば、コロナの今、本当に発生率

も含めて、分かっている範囲で教えていただけたら

と思います。以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 和田参事。 

○高年介護課参事（和田 征之） 認知症カフェにつ

きまして、８か所につきましては、市が関わるもの

というようなところでなっております。特別養護老

人ホームであったりというようなところでお願い

しているものでございます。 

 あと、認知症高齢者等見守り・ＳＯＳネットワー

クの事業につきまして、どちらのほうから依頼があ

るかというようなところでご質問だったと思いま

す。 

 こちらのほうにつきましては、もちろん民生委員

であったりとか、区長さんも、地域包括支援センタ

ーのほうから、こういう人がおられるということで、

うちのほうに申請があり、それを登録させていただ

いて、警察や消防とでその情報を共有するというも

のでございます。以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） インフルエンザの話

ですが、コロナよりインフルエンザのほうがはやっ

てるかどうか、ちょっとそこは比較してはいないの

で分からないですが、インフルエンザがはやってる

というのは、定点観測がありまして、今ははやって

いる時期だと思っています。 

 また、先週の休日急病診療所に来られた方で、発

熱された方の検査では、ほとんどがインフルエンザ

だったということを聞いてますので、市内では、は

やっているものと思っています。 

 薬の話ですけども、タミフルが減ってるかどうか

というのは、ちょっと承知はしてないんですが、例

えばせき止めだとか、ジェネリックの関係の薬がな

かなか不足していて、入ってこないという話は聞い

ているところです。以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） いいですか。 

○委員（太田 智博） 大丈夫です。 
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○委員長（芦田 竹彦） それでは、以上で前半の部

を終了いたします。 

 ここで、委員もしくは当局の皆さんから特に発言

があればお願いをいたします。 

 ないようでしたら、当局職員の皆さんは、報告事

項があります部署の職員さんを除いて、退席してい

ただいて結構です。お疲れさまでございました。 

 ここで委員会を暫時休憩いたします。 

午前１０時４１分休憩 

──────────────────── 

午前１０時４３分再開 

○委員長（芦田 竹彦） それでは、委員会を再開い

たします。 

 議事の順序を変更しまして、５の報告事項に入り

ます。 

 初めに、（１）の国民健康保険税条例の一部改正

に係る議案の追加提案予定についてです。 

 市民部国保・年金課から説明をお願いいたします。 

 恵後原課長。 

○国保・年金課長（恵後原孝一） それでは、事前配

付の資料をご覧ください。よろしいでしょうか。 

○委員長（芦田 竹彦） はい、どうぞ。 

○国保・年金課長（恵後原孝一） 必要性でございま

すが、法律の改正によりまして、産前産後期間の国

保税の所得割保険料及び被保険者均等割保険料の

軽減措置が講じられることとなっております。 

 そのため、本市国民健康保険税条例についても、

この制度が実施できるよう、所要の改正を行う必要

がございます。 

 この改正の施行日ですけれども、２０２４年１月

１日とされておりますが、現時点、１１月９日現在

ですけれども、これに関する実施規則等の発出がご

ざいませんでしたが、そういうふうに書いています

が、過日、発出がございました。急ぎ改正案の作成

に取り組んでおりますけれども、定例会の当初提案

の準備が整いそうにございませんので、追加で提案

させていただきたく予定しております。ご理解のほ

うをいただきたいと思います。以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 以上で市民部国保・年金課

の説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 どうぞ。 

○委員（須山 泰一） いいですか。すみません、軽

減される、どれぐらい軽減されるかと、それから、

ここに文章である、単胎、多胎というのが僕にはち

ょっと分からなくて、教えてください。すみません。 

○国保・年金課長（恵後原孝一） 審議のほうは、ま

た改めて、当然していただく話なんですけども、そ

こに書いてありますように、この産前産後期間とい

いますのが、下の表で書いてますが、絵で描いてま

すが、出産の前月及びその出産の２か月後まで、こ

の４か月間の分を軽減措置するというふうな内容

でございます。 

 単胎いうのが、お一人、おなかにおる場合です。

複数人、おなかにおることが多胎の場合というふう

になってございます。それによって、出産前、算定

の月数が変わってくるというふうなことになって

います。以上です。 

○委員（須山 泰一） ありがとうございました。 

○委員長（芦田 竹彦） よろしいですか。 

○委員（須山 泰一） はい。 

○委員長（芦田 竹彦） じゃあ、以上で市民部国保・

年金課の職員の皆さんは退席していただいて結構

です。お疲れさまでした。 

 次に、（２）の医療的ケア児（者）及び重症心身

障害児（者）に対応した施設整備事業についてです。 

 健康福祉部社会福祉課から説明をお願いいたし

ます。 

 丸谷課長。 

○社会福祉課長（丸谷 祐二） 私からは、医療的ケ

ア児（者）及び重症心身障害児（者）に対応した施

設整備事業について、ご報告を申し上げます。 

 これまで、医療的ケア児（者）及び重症心身障害

児（者）に対応した施設整備事業のプロポーザルを

本年７月に実施をいたしまして、同月１１日に、認

定ＮＰＯ法人はばたけ手をつなぐ育成会に対しま

して、豊岡市が兵庫県から借り受けております但馬

技術大学校のグラウンドを貸し付ける、貸付候補者
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と決定をしたところでございます。 

 貸付候補者は、日本財団の助成金でございます、

第３回みらいの福祉施設建築プロジェクトを活用

した施設整備計画を立てていらっしゃいましたが、

この助成金の申請をされていたところでございま

す。 

 当該助成金の審査結果が１０月１６日に公表さ

れまして、第１次審査の結果を受けまして、ご報告

をするものでございます。 

 審査の結果は、２のところにございますが、残念

ですが、不採択という結果になってございます。 

 今後の対応につきましては、３になりますが、貸

付候補者の事業の計画に大きな影響もあるという

ことが考えられますので、今後、貸付候補者の意向

を確認をしながら、対応について検討を進めていき

たいというふうに現在考えております。 

 私からは以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） 不採用だったというのは非常

に残念に思ってるんですけど、やっぱりこれ、前向

きに進めていただく方法をしっかりやっていただ

ければと思います。何かコメントがあれば。 

○委員長（芦田 竹彦） 原田部長。 

○健康福祉部長（原田 政彦） 今回の医療的ケア児

（者）のこの施設整備誘致につきましては、これは

もう長年の大きな大きな課題でございましたので、

これを実現するというのは、市としても当然、その

つもりでおりますので、今回は日本財団の審査は不

採択になりましたけども、今後、市としてどのよう

な支援が可能なのかどうか、そこを検討しながら、

一日も早く実現するようにしていきたいなと思っ

ております。以上です。 

○委員（田中藤一郎） 本当によろしくお願いします。 

○委員長（芦田 竹彦） 以上で、健康福祉部社会福

祉課の職員の皆さんは退席していただいて結構で

ございます。お疲れさまでした。 

 委員会を暫時休憩いたします。 

 再開は５５分。 

午前１０時５０分休憩 

──────────────────── 

午前１０時５５分再開 

○委員長（芦田 竹彦） それでは、委員会を再開を

いたします。 

 これより後半の部に入ります。 

 なお、当局から学校教育課の寺坂課長、幼児育成

課の三輪参事の欠席について申出がありましたの

で、許可いたしております。ご了承願います。 

 それでは、３の自己紹介に入ります。 

 市議会では、さきの臨時会において役員改選が行

われ、新体制となっています。 

 当委員会の出席者全員に自己紹介をお願いした

いと思います。 

 まず最初に、正副委員長ということでございます

が、当委員会の委員長をさせていただきます、芦田

でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○委員（小森 弘詞） 昨年に引き続きまして、当委

員会でお世話になります、副委員長を務めます、小

森でございます。 

 今や花形の委員会と言われるこの委員会で、副委

員長を務めます。よろしくお願いいたします。 

○委員（太田 智博） 皆さん、おはようございます。

文教民生初めてになります。太田と申します。よろ

しくお願いします。 

○委員（荒木慎大郎） おはようございます。文教民

生初めてです。荒木です。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員（米田 達也） 皆様、おはようございます。

昨年に引き続き、文教の委員でやらせていただきま

す、米田です。また今年もよろしくお願いします。 

○委員（田中藤一郎） 古巣に戻ってきた気持ちで、

先ほどの挨拶もありましたけど、非常に濃い課題も

たくさんある委員会ですので、しっかりと頑張って

いきたいと思いますので、よろしくお願いします。

田中です。 

○委員（須山 泰一） おはようございます。日本共

産党です。日高から来ております。文教民生委員会
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は初めてです。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（芦田 竹彦） 次に、こども未来部から順

にお願いをいたします。 

○こども未来部長（永井 義久） 失礼します。こど

も未来部長の永井です。よろしくお願いします。 

○こども未来課長（若森和歌子） こども未来課の若

森です。よろしくお願いします。 

○こども未来課参事（佐伯 勝巳） こども未来課の

参事をしております、佐伯と申します。よろしくお

願いいたします。 

○こども支援課長（惠後原博美） こども支援課の惠

後原といいます。よろしくお願いします。 

○観光文化部長（米田 紀子） 改めまして、観光文

化部長の米田です。よろしくお願いいたします。 

○文化・スポーツ振興課長（原田 泰三） 文化・ス

ポーツ振興課長の原田泰三と申します。よろしくお

願いいたします。 

○文化・スポーツ振興課参事（大岸 勝也） 文化・

スポーツ振興課の参事をしております、大岸と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

○文化・スポーツ振興課参事（武縄 真明） 文化・

スポーツ振興課参事の武縄と申します。文化財室と

歴史博物館を担当しております。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○新文化会館整備推進室長（櫻田  務） 新文化会

館整備推進室の室長です。櫻田です。よろしくお願

いします。 

○教育次長（正木 一郎） 教育委員会教育次長の正

木一郎と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○教育総務課長（木之瀬晋弥） 教育総務課長の木之

瀬と申します。よろしくお願いいたします。 

○教育総務課参事（野﨑 律男） 教育総務課の学校

再編・施設整備室の野﨑と申します。よろしくお願

いいたします。 

○教育総務課参事（岡  憲司） 教育総務課参事の

岡憲司と申します。よろしくお願いいたします。 

○教育総務課参事（本庄  昇） 教育総務課参事兼

給食センター所長、本庄です。よろしくお願いしま

す。 

○学校教育課参事（吉谷 孝憲） 学校教育課参事、

吉谷でございます。よろしくお願いします。 

○学校教育課参事（服部  隆） 失礼します。学校

教育課教育研修センターの服部と申します。よろし

くお願いいたします。 

○幼児育成課長（吉本  努） 失礼します。幼児育

成課長の吉本と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○幼児育成課参事（桒垣 敦子） 失礼します。幼児

育成課参事の桒垣といいます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○幼児育成課参事（河本 美佳） 同じく幼児育成課、

河本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○社会教育課長（旭  和則） 社会教育課長の旭と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局主幹兼議事調査係長（小崎 新子） 事務局

を担当します議会事務局の小崎と申します。よろし

くお願いします。 

○委員長（芦田 竹彦） ありがとうございました。 

 それでは、４の協議事項に入ります。 

 （１）の所管事項の事務概要についてです。まず、

当局から部単位で一通りの説明を受けた後、各委員

から質疑を行います。本日は、あくまでも事務概要

の説明でありますので、また、時間が限られており

ます。当局説明及び委員からの質問は、要点を押さ

えて、簡潔明瞭にお願いをいたします。 

 なお、委員会での発言は、委員長の指名の後、マ

イクを使用し、発言の最初に課名と名字をお願いし

ます。 

 それでは、こども未来部から説明をお願いいたし

ます。 

 こども未来課、若森課長。 

○こども未来課長（若森和歌子） 資料は２８ページ

になります。こども未来課では、母子保健事業・子

育て支援事業の推進と連携ということでタイトル

をつけさせていただいています。 

 まず、現況と課題です。現況と課題の下から２行

目になります。特にこども未来課では、子育て世代



 19

の子育てに対する不安や負担感を解消し、妊娠期か

ら子育て期までの親子のリスクや子育てに対する

不安に切れ目なく支援していくことが必要だと考

えております。 

 基本方針です。基本方針につきましては、妊産婦

健診や乳幼児健診、育児教室や子育て相談事業を通

じて、子育てに対する不安感や負担感の解消を行っ

て、早期発見、早期支援につなげていくことを基本

としております。 

 次に、概要及び進捗状況です。まず、大きなもの

として、出産・子育て応援給付金の支給がございま

す。出産応援給付金は、妊娠届出時の出産応援ギフ

トで５万円、そして、子育て応援給付金は、出生届

後の子育て応援ギフトとして５万円を給付してお

ります。応援給付金につきましては、単なる金銭の

支給にとどまるのではなく、面談やアンケートなど

を通じて、気がかりなことや心配なことがないかな

どを聞き取りながら、妊婦や子育て家庭に寄り添っ

て、出産、育児の見通しを立てたり、不安の解消を

図ることを努めております。２０２３年１０月末現

在で、ご覧のような件数と金額を支給しております。 

 次に、２番です。妊婦健康診査費助成事業になり

ます。妊婦健診につきましては、出産予定日までの

標準的な回数、１４回となっておりまして、その１

４回分の助成を行うものです。なお、初回健診につ

きましては、今年度から、昨年度、２０２２年度は

１万５，０００円だったものを２０２３年度から８，

０００円増額して、助成額を２万３，０００円とし

ています。１０月末現在の助成件数を掲載しており

ます。 

 ３番目です。産婦健康診査費助成事業です。この

事業につきましては、おおむね産後１か月の産婦の

健康状態や、心身の回復状況を確認するものとなっ

ております。継続事業です。 

 ４番目です。４番目、特定不妊治療費の助成です。

この事業につきましては、２０２２年の４月から治

療費が保険適用となりましたので、国制度による県

助成が終了したため、特定不妊治療の生殖補助医療

費の保険適用分、そして、保険適用と併用可能な先

進医療分、それから、保険適用外治療分を治療区分

ごとに市が単独で助成しております。１０月末現在

で３９件の治療に対して助成を行っております。 

 ５です。健診・相談業務です。母子手帳の交付や

乳幼児健診、それから育児教室、発達相談、育児支

援教室などで、昨年から行っているアイティ４階の

子育てなんでも相談窓口で相談業務を行っている

ところです。以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） こども支援課、惠後原課長。 

○こども支援課長（惠後原博美） ３０ページをご覧

ください。続きまして、子供の貧困対策の推進につ

きまして説明をさせていただきます。 

 まず、現況と課題についてです。子供を抱える家

庭の所得格差が子供の学力差を生み出し、将来の所

得格差にもつながるという貧困の世代間連鎖を断

ち切る必要があると考えております。子供の将来が、

その生まれ育った環境によって左右されることの

ないよう、健やかに育成される環境を整備するため、

子供の貧困対策を整備することを基本方針として

おります。 

 それでは、概要に沿って、進捗状況を説明いたし

ます。 

 ３１ページをご覧ください。まず、１点目です。

非認知能力と学力の向上です。 

 （１）ひとり親家庭文化芸術鑑賞支援事業は、ひ

とり親家庭の中学生以下の子供と保護者に対し、文

化芸術事業に無料参加できるよう支援するもので

す。１１月１日現在では、利用者３２名、利用家庭

１４件です。 

 次に、生活困窮世帯への子供の学習支援です。経

済的な理由により学習等の機会が阻害されないよ

うに、生活困窮世帯の小・中学生を対象に学習支援

員を派遣し、基本的な生活習慣の形成や学び直しな

どを支援しております。現在、利用者２名となって

おり、去年からの継続利用もあり、学習へ意欲的に

取り組み、成績にも変化が見られました。 

 ２点目は、課題を有する子供の早期発見・支援で

す。 

 気づきシートは、引き続き学校園などで職員間の
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リスク共有に共有いただいております。特に、今年

は、子供の安心安全に対し、関係機関の意識が高ま

り、通報の形で連携の強化となっております。 

 次に、ヤングケアラーの調査です。ヤングケアラ

ーは、子供の年齢に合わない作業を日常的にするこ

とで、子供の心身の健康や学習の遅れ、友人関係な

どに影響を与えると言われております。本年度は、

市内の小学生５年生から中学生３年生までの３，４

００人を対象に、無記名でアンケートを実施しまし

た。回収率は８８％で、速報値ですが、２６７人の

子供が、お世話をしている家族がいると答えており

ます。ただし、この中には、ケアを特に負担に感じ

てないなど、お手伝いの範囲の場合もあり、結果を

さらに分析し、子供のニーズに合わせ、適切な支援

につなげていきたいと思っております。 

 最後に、ひとり親非正規雇用に対する重点的支援

についてです。 

 母子・父子自立支援プログラム策定推進事業は、

就職や転職、資格取得を目指すひとり親に対して、

母子・父子自立支援員が個別にプログラムを策定し、

伴走支援を行うものです。支援員による面談などの

個別サポートが入ることによって、安定就労に向け

た意識変革がもたらされています。２０２２年度が

３８件、２０２３年度１１月１日現在で２４件を策

定しております。 

 こども未来部の説明は以上となります。 

○委員長（芦田 竹彦） 以上、こども未来部の説明

は終わりました。 

 ただいまの説明について、質疑、意見があればお

願いをいたします。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） すみません、何も知らないも

んで、今、最後に言われたところを教えていただき

たい。母子・父子自立支援プログラム策定、策定件

数３８件、２４件とあるけど、これは、要はひとり

親非正規雇用者に対する重点的支援、そういうとこ

ろを支援しようということだと思うんですけど、３

８件、２４件いうのは、市民の側から希望があって

策定したんでしょうか。これは全体のひとり親非正

規雇用者の中の何割ぐらい、全員を対象に、一世帯

世帯、このプログラムを策定しようということなん

でしょうか。その辺り教えていただきたい。 

○委員長（芦田 竹彦） 惠後原課長。 

○こども支援課長（惠後原博美） プログラム策定に

つきましては、希望者ということで対応をさせてい

ただいております。パーセンテージといいますと、

ちょっとパーセントははっきりは出せませんけど

も、今、児童扶養手当の受給者が５００人程度にな

っております。そのうちの２４件の方が、今現在、

希望をされております。以上です。 

○委員（須山 泰一） 分かりました。ありがとうご

ざいました。 

○委員長（芦田 竹彦） よろしいか。 

 続いて、観光文化部、説明をお願いいたします。 

 文化・スポーツ振興課、大岸参事。 

○文化・スポーツ振興課参事（大岸 勝也） 私から

は、文化芸術の振興と城崎国際アートセンターの運

営についてご説明をさせていただきます。 

 ３２ページをお開きください。文化芸術の振興の

進捗状況についてご説明いたします。 

 １項目め、第２期豊岡市文化芸術振興計画に基づ

く取組の推進です。 

 （１）豊岡アートシーズン２０２３につきまして、

各文化施設が展開している事業を一冊にまとめて

冊子にし、子供たちを中心に情報発信をしています。

春夏期は３４事業を既に実施し、秋冬期については、

演劇、音楽、古典芸能など３７事業を予定し、現在

実施しているところでございます。内容につきまし

ては、ウェブサイト、豊岡アートシーズンでも情報

発信をいたしております。 

 （２）子供たちへの文化芸術体験の提供では、出

石永楽館において、市内小学校６年生を対象に、狂

言教室を１２月１４、１５の２日間で開催予定をい

たしております。 

 また、市内小学校２年生を対象といたしましたサ

ンタクロース会議については、江原河畔劇場で、現

在絶賛実施中でございます。本日も、日高、出石、

但東地域の２年生が体験鑑賞をこの時間もいたし
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ております。 

 ５月３０日から６月４日にかけて開催いたしま

した第９回おんぷの祭典では、小・中学校、市内各

施設１６か所でコンサートを実施し、３，４２０人、

うち高校生以下１，６３０人の方に、豊岡の地で本

物の音楽を聴いていただくことができました。 

 続きまして、２項目め、市民の文化芸術活動支援

です。 

 市美術展につきましては、１１月１日から５日ま

での５日間、高校、一般の部を日高文化体育館、幼

児、児童生徒の部を但馬文教府、ふるさと館で開催

いたしました。出展数２，５２４点、うち入選以上

の作品が１，３０６点を展示いたしました。期間中、

７，５１０名の方にご来場をいただきました。 

 伊藤清永賞子ども絵画展につきましては、１０月

７日から２２日までの１４日間実施いたしまして、

出品点数１，７６４点、うち入選以上は１００点を

美術館にて展示いたしました。期間中、１，０２７

名の方にご来場をいただきました。 

 続きまして、３３ページをお開きください。３項

目め、豊岡市民会館自主事業です。 

 これまでに３事業を実施し、今後も、２月までに

３事業を予定いたしております。また、アウトリー

チ事業といたしまして、おでかけ訪問コンサート、

和太鼓コンサートを５月１６日から７月３日まで

の間、９校１園で実施いたしました。 

 ４項目め、博物館及び美術館の運営と利用促進で

す。 

 日本モンゴル民族博物館、美術館、伊藤清永記念

館、それぞれ企画展、出前事業、ワークショップな

ど、記載のとおり開催をいたしております。 

 歴史博物館につきましては、この後、武縄参事の

ほうからご説明いたします。 

 続きまして、３５ページをお開きください。城崎

国際アートセンターの運営の進捗状況についてご

説明をいたします。 

 ３５ページ、中段です。アーティスト・イン・レ

ジデンス事業、今年度予定しております滞在アーテ

ィスト１２組中、１０月末までに８組が終了いたし

ております。期間中、滞在アーティストによる地域

交流プログラムを実施し、現在の段階で４６０名の

方にご鑑賞をいただいております。 

 ２項目め、文化芸術創造交流事業です。 

 豊岡アートシーズン２０２３に参加していただ

いているプログラムです。竹野地域を中心とした地

域交流プログラム３つを実施いたしております。地

域のリサーチ、演劇作成途中も見ていただくなど、

地域に根差した取組で好評を得ております。 

 ３６ページをお開きください。５項目め、貸し館

事業、７項目め、ＷＯＲＫＡＴＩＯＮ ＩＮ ＴＯ

ＹＯＯＫＡ、連動でお話しさせていただきます。 

 どちらも貸し館、貸しスペースですが、利用が伸

びていません。今後、民間の方や事業者の方にアイ

デアをいただくなどして、利活用の推進に力を入れ

てまいりたいと思っております。 

 ６項目め、芸術文化観光専門職大学との連携です。 

 今年度、１月下旬から３月中旬にかけて実施予定

で、現在、大学と詳細な内容について協議をいたし

ているところです。 

 ８項目め、豊岡演劇祭との連携事業です。 

 ９月１５日から１７日の３日間、豊岡演劇祭２０

２３の一演目として、当館芸術監督でもあります市

原佐都子氏による劇作・演出の演劇、「Ｑ『弱法師』」

を公演いたしました。また、演劇祭期間中の９月２

２日から２４日の３日間、アートセンター自主事業

といたしまして、「声と語りの浴場」を上演し、１

５５人の方に鑑賞をいただきました。 

 説明は以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 文化・スポーツ振興課、武

縄参事。 

○文化・スポーツ振興課参事（武縄 真明） ３４ペ

ージをご覧ください。文化財の保護と活用について

です。 

 進捗状況につきまして、主なものを抜粋して説明

をいたします。 

 ２項目めをお願いします。文化財の保存と活用に

ついてです。 

 （１）です。文化財保護審議会を５月２５日、１



 22

０月６日に実施しまして、１０月２０日付で、（３）

日高町上石の長楽寺の３件、絹本著色両界曼荼羅図、

絵画、絹本著色弘法大師画像、絵画、木像毘沙門天

立像、彫刻が市指定の文化財となっております。 

 （２）につきましては、次項目で説明いたします。 

 ４項目めをお願いします。国指定史跡の整備につ

いてです。 

 但馬国分寺跡の整備に向け、２０１１年度に策定

しました保存管理計画、整備基本計画の見直しを進

めています。但馬国分寺跡の整備には、国県の補助

制度の活用を予定しております。補助要件として、

史跡の保存活用計画、整備基本計画の策定が必須と

なっていることから、来年２月開催予定の史跡整備

委員会で、但馬国分寺跡保存活用計画の策定協議を

進めてまいります。 

 ５項目めをお願いします。歴史博物館での企画展

示、講演会、体験学習の実施についてです。 

 （２）企画展「絢爛－豊岡市文化財指定記念・永

楽館歌舞伎衣装展－」を４月２８日から６月２７日

に開催しまして、入館者７９４名の来館をいただい

ております。 

 （３）夏休みを中心に、子供たちの体験を含む来

館促進のため、特別展「時空を旅する迷路絵本 香

川元太郎・志織の世界」を７月１日から９月２６日

に開催しまして、入館者１，９４９名の来館があり

ました。また、香川元太郎・志織さんとの迷路あそ

び会には８８名の参加がありました。 

 文化財室からの説明は以上でございます。 

○委員長（芦田 竹彦） 文化・スポーツ振興課、原

田課長。 

○文化・スポーツ振興課長（原田 泰三） 続きまし

て、３７ページをお願いします。スポーツの振興に

ついてということでご説明します。 

 スポーツ分野におきましては、「する」「みる」

「ささえる」をキーワードに、誰もが性別や年齢、

障害等の有無に関係なくスポーツに参加できる環

境を構築するというような基本方針の下に取組を

進めております。 

 事務の概要及び進捗状況のところをご覧くださ

い。昨年度作成いたしました第２期スポーツ推進計

画で掲げる方針等に沿いながら取組を進めており

ます。 

 １つ目の（１）生涯スポーツの推進でございます。

そこに、（ア）から（ク）まで取組を記載をしてお

りまして、各種教室、出前講座等を実施しています。

主なものとしましては、例えば野球教室、そこの

（カ）というところに書いてございますが、市民球

団、ＮＯＭＯベースボールクラブに委託して、小学

校の３、４年生、ちょうど学校のほうで、球技を体

育の中で選択授業としてやってて、そういったよう

なことも関連しますので、ちょうどタイムリーなの

かなと思ってるんですが、市内７小学校で、今年実

施しております。 

 また、それとは別に、小学生の軟式野球チームに

つきましても、ＮＯＭＯベースボールクラブの指導

をいただいて野球教室をやっておりまして、それら

で３１０名の子供たちを対象に行っています。今後、

もう少し小さい世代、認定こども園とかそういった

世代の園児、あと、もう少し本格的な中学生の硬式

野球チームも対象にした教室を、あと２回予定をし

ております。 

 目的として、やはり子供たちがプロ野球を目指し、

地元で頑張っている選手たちと、ユニフォーム姿の

格好いい選手とじかに触れ合いながら、世界に目を

はせたり、夢に向かって挑戦するというような子供

を育んでいければなという狙いがございます。 

 あと、（オ）にサッカー教室というのがございま

す。これも小学校の５、６年生を対象に、ヴィッセ

ル神戸のサッカースクールの指導のためのスタッ

フが来てくださいまして、サッカーゲームとか、そ

もそものいろんな礼儀なんかもひっくるめた指導

をする中で、子供たちにスポーツの楽しさだったり、

サッカーの楽しさだったりに触れていただくとい

うようなことで、こちらは、市内の１４小学校で、

約６００名の子供たちに参加をいただいておりま

す。 

 あと、（ク）の出前講座でございますが、こちら

につきましては、学Ｐの関係で、小さい子供さんか
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ら高齢者に至るまで、ニュースポーツの体験や体力

測定を中心に、１６回の講座、１０月末現在で約８

００名の参加をいただいてて、特にモルックとかキ

ンボールとか、アジャタとか、いろいろと最近では

ニュースポーツの体験へのニーズが非常に高まっ

ているというようなことからほとんどニュースポ

ーツでございます。 

 続きまして、３８ページをご覧ください。（１）

生涯スポーツ推進というところのウというところ

に、一番上のほうですが、部活動の地域移行のこと

が書いてございます。こちらについては、委員の皆

さん方もたくさん見に来てくださっていると思う

んですが、スポーツ団体とか、あと文化団体、それ

からＰＴＡだったり、学校の代表によります在り方

検討会というのが設置されていまして、７月と１０

月の２回開催されて、傍聴されてる方はご存じだと

思いますけども、これまでの検討会では、本市の実

態といいましょうか、実情に合致した学校部活動の

移行のやり方というか、進め方だったり、あと、小

さな学校では、本当に好きな部活に入れないという

ようなことになりますので、それを解消するための、

例えば合同部活動だったり、あと、そもそもの指導

者のことだったりにつきましての議論が展開をさ

れているということでございます。 

 今後、県等や国のいろんな議論も踏まえて進めて

まいりたいというようなことでございますが、少し

時間がかかることですので、今年度、来年度、再来

年度というようなことで、徐々に展開していきたい

と思っています。 

 続きまして、（２）のスポーツ施設の適切な整備

です。３月末まで総合体育館の大規模改修を進めて

ございます。今、屋根もふけて、壁も塗り替わって

というような状況で、これから床面のほうをやって

いくというようなことになります。 

 それからあと、こうのとりスタジアムのフェンス

等の支柱の塗装の塗り替えの工事というのも既に

入ってまして、一応予定では２月初めには完了予定

ということでございますし、植村直己記念スポーツ

公園のテニスコート、こちらにつきましても、懸案

だったんですけども、人工芝の張り替えをやりまし

て、こちらも一応完了予定は２月なんですけども、

もう少し早くにはできるんじゃないかなというこ

とでございます。 

 それから、最後に、３のオリンピックレガシーで

ございます。ちょっと名前が相当大きいので、オリ

ンピックレガシーと言えるかどうか分かりません

が、とにかくボートのまち豊岡というのをアピール

するというようなことで、２０２５年度に、全国市

町村交流レガッタを豊岡で開催するということで、

今年も出てくださったんですけども、長野県の下諏

訪町での、全国の市町村交流レガッタ下諏訪大会に、

市議会議員の皆さん方を含めて６クルー出ていた

だきました。残念ながら入賞には至らなかったんで

すけど、雰囲気をつかんでいただいて、次につなが

るものではなかったかなと思っております。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（芦田 竹彦） 新文化会館整備推進室、櫻

田室長。 

○新文化会館整備推進室長（櫻田  務） 新文化会

館の整備といたしましては、２０１８年度から事業

を進めており、２０２６年度の開館を目指して事業

を進めております。 

 今年度につきましては、工事を着手していくとい

うことと並行して、管理運営計画の策定に向けて検

討を進めていくというスケジュールでございます。 

 ３９ページ、下のほうです。進捗状況でございま

す。工事の入札状況につきましては、９月議会でも

市長のほうからご報告させていただきましたが、先

日、１０月２５日に、建築工事の２回目の入札を実

施しましたが、不調となり、入札を取りやめており

ます。このことにつきましては、明日の１７日金曜

日に、今後の進め方ということでお時間をいただき

たいと考えておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 次に、４０ページでございます。今年度の工事・

業務の進捗状況です。 

 （１）として、整備の技術支援業務をシアターワ

ークショップから受けております。内容としまして
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は、管理運営計画策定支援と工事発注に向けた支援

という内容になっております。 

 （２）が、試料採取等の調査業務ということで、

これにつきましては、建設地の土壌対策法という法

律に伴う調査を実施しております。 

 （３）です。遊具の移設工事ということで、建設

地に遊具がございます。それをＪＡの南側の中央公

園に移設しようという工事でございます。 

 大きい３です。管理運営計画の検討状況というこ

とで、これにつきましては、文化・スポーツ振興課

と共同で進めております。 

 まず、検討委員会につきましては、現在まで２回

開催させていただいております。最終的に５回開催

したいと考えており、３回目が、次の２０日に検討

委員会を開催したいと考えております。 

 それと並行して、市民の皆様にもいろいろご意見

を聞く機会として、市民ワークショップを開催して

おります。現在まで２回開催させていただいて、次

回は１１月２７日、できるだけ参加していただきた

いと考えておりますので、ちょっと夜の開催にはな

りますけども、お時間がございましたら、ぜひご参

加いただければと考えております。 

 以上で観光文化部の説明は終わらせていただき

ます。 

○委員長（芦田 竹彦） 以上で観光文化部の説明は

終わりました。 

 ただいまの説明について、質疑、意見等あればお

願いをいたします。 

 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） ２点お願いします。 

 まず、１点目なんですけど、３５ページの城崎国

際アートセンターの運営の中で、ちょっと説明等々

はなかったんですけど、文章の中で、当館も旧城崎

大会議館からかなり時間がかかって、老朽化が著し

く、大規模改修を視野に入れて運用を図る必要があ

るというふうに言われておられますけれども、多分、

かなりそういったふうな考え方を本当にされてい

るのか、もし、されるのだったら、相当な修繕費が

かかりますし、先ほどありましたように、新文化会

館等々もある中で、どのような考え方で進められて

いくのかっていうのをちょっと聞かせてください。 

 それから、もう１点ですけれども、スポーツの振

興のところで、「する」「みる」「ささえる」とい

うふうなキーワード、これ、本当にすばらしいこと

で、そのとおりやっていただきたいと思うんですけ

れども、昨今、やはり指導者等々のところが時折話

題になったり、先日の宝塚でもありますけども、あ

れはスポーツとまた違うんですけども、非常にそう

いった体罰だったり、言葉の暴力だったりというふ

うなところが、なかなか研修等々でしっかり指導者

の方に伝わっているのか、また、どういうふうな考

え方で市として対処されているのか、ちょっとその

辺りお聞かせください。２点です。 

○委員長（芦田 竹彦） 大岸参事。 

○文化・スポーツ振興課参事（大岸 勝也） すみま

せん、私からは、城崎国際アートセンターの修繕の

考え方についてご説明させていただきます。 

 ２０１８年に、専門業者にお願いいたしまして、

施設の老朽度調査から長寿命化調査というのをさ

せていただきました。そういった中でかなり高額に

はなっておるんですが、それを、今現在、一つ一つ

本当に必要なのか、必要でないのかというのを、ま

だ原課の中で調査をさせていただいております。そ

の上で、市として、経戦、政調をかけさせていただ

いて、方向性を決めさせていただけたらなというふ

うに思っております。以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 原田課長。 

○文化・スポーツ振興課長（原田 泰三）  

 今の体罰の関係でございますが、市としましても、

当然、そういったことにはしっかりと関わっていく

というか、注視していかないといけないというよう

に考えておりまして、一例では、スポーツ少年団等

の団体の指導者の方を対象にしたような研修会は、

毎年開催をしておりまして、それに出席しないと補

助金がもらえないという条件にしてるんですけど

も、その中で、特に今、委員おっしゃられたような、

昨今のそういった体罰の問題だったりとか、行き過

ぎた指導というようなこと、そういった指導者に対
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しての注意点といいましょうか、そういったような

ことの研修を、受けていただくというようなことの

機会は一応設けております。 

 それから、当然、そういったいろんな、例えばス

ポーツクラブだったりの中の資格を取ろうとする

と、そういった講座も受けていただいたりとかとい

うようなことも必要になってきますので、少ない額

ですけども、スポーツクラブ２１の指導者の方々を

対象に、県の研修を受けるときの旅費を、そんなた

くさんじゃないですけども、補助したり、通知は毎

年のように送ってます。 

 それから、そういったことを通じまして、繰り返

し繰り返し機会を設けたり、ホームページもなかな

か見る方はいないかもしれませんけども、そういっ

た機会を設けて、繰り返し訴えていって、大切だと

いうようなことを伝えていくしか、なかなかこうい

ったものっていうのは難しいのかなというふうに

市としては考えております。 

 いずれにしても、そういったことには毅然とした

対応といいましょうか、しっかりと市としても関与

していかないといけないというふうには考えてお

ります。以上でございます。 

○委員長（芦田 竹彦） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） １点目のやつですけれど、こ

れ、どうしても縦割りじゃないですけれども、新文

化会館だったり、言われてるようなことは、縦割り

みたいなところがあるんで、横断的な考え方等々が

非常に難しいのかなというふうに思うんですけど

も、ただ、よく財政の方は、もうお金がないんだと

いうふうなお話が出ておりますので、その辺り、し

っかりと大岸参事のほうからも上の方にしっかり

伝えていただいて、やはり市民の負担がないような

形、本当にこれからの形をしっかりつくっていただ

くように、これはお願い、何かコメントがあるよう

で、ないですか。 

○文化・スポーツ振興課参事（大岸 勝也） はい。 

○委員（田中藤一郎） じゃあ、お願いをしておきま

す。 

 それと、もう一つ、スポーツのほうですけれども、

やはりどうしても、緩いというか、なかなか指導し

てもらえる方も少ない、見つけるのも大変だという

ふうな状況下も分かってるんですけど、ただ、それ

によって被害といいましょうか、子供たちが、結局

のところ精神的に心の傷を負ったりだとか、これし

たら、本末転倒の形になっていきますので、研修会

開いてますっていうんですけども、本当にしっかり、

要は研修をしたっていうふうな証明書じゃないん

ですけども、やっぱりそれぐらい市としてもしっか

り物事を考えて、要は後ろには子供たちっていうも

のがあるっていう考え方がやっぱり一番に持って

いた中で、指導者の方々に対してもやっていただく

というふうに思いますので、改めてになりますけど、

そこはちょっとしっかりとやっていただきたいと

思うんですけど、どうでしょうか。 

○委員長（芦田 竹彦） 原田課長。 

○文化・スポーツ振興課長（原田 泰三） おっしゃ

られるとおりです。 

 ただ、今、具体的にそういったことのプログラム

というのが市としてあるかどうかっていうのはち

ょっと別問題なんですけども、一例として挙げます

と、例えば、今、しきりに出てます部活動の休日の

地域移行につきましても、委員さんおっしゃられる

のは、出てらした委員さんはご存じだと思うんです

けど、やっぱり指導者、先ほど田中委員おっしゃら

れました、行き過ぎた指導だったり、要はスパルタ

で何でもかんでもみたいなところと、一方では、本

当に楽しんで部活を活動したいという子供たちが

いるにもかかわらず、もうそういったことに一方的

にならないようにというようなことで、その辺りの

バランスも非常に大切だなというようなことは、委

員の皆さん方、言ってらっしゃいますので、市とし

ても、検討会のそういった意見をしっかり受け止め

て、そういったことが反映できるような体制づくり

には励んでいかないといけないのかなというふう

には思っております。以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） しっかりとお願いします。 

 ちょっとそういったところで、我々もそういった
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ところをしっかり見ながら、監視ということではな

いんですけども、やっぱり見ているということが一

番抑止力になるかというふうに思いますので、よろ

しくお願いします。以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 今のはいいですか。 

○委員（田中藤一郎） 意見でいいです。 

○委員長（芦田 竹彦） いいですか。 

 続いて、教育委員会、説明を願います。 

 教育総務課、木之瀬課長。 

○教育総務課長（木之瀬晋弥） それでは、４１ペー

ジをお開きください。私からは、教育・保育施設整

備等の推進についてご説明させていただきます。 

 概要及び進捗状況をご覧ください。１つ目は、老

朽化した空調整備の更新でございます。 

 まず、出石中学校につきましては、建築後、２５

年以上が経過いたしまして、空調設備に不具合が生

じておりますことから、多目的ホール、図書室等の

空調設備の更新を現在行っておりまして、来年２月

５日に完了予定としております。 

 また、八条認定こども園につきましては、４系統

ある空調整備のうち、昨年度故障した１系統を更新

したところでございます。今年度、残りの３系統を

更新することとしておりまして、来年１月４日、完

了予定としております。 

 続きまして、２つ目でございます。長寿命化、大

規模改修工事の実施設計でございます。 

 まず、三江小学校につきましては、建築後、４０

年以上が経過しておりまして、個別施設計画の最優

先校として位置づけております。昨年度の長寿命化

工事の基本設計に引き続き、今年度は実施設計を行

っております。来年２月２９日に完了予定でござい

ます。 

 続きまして、竹野地域の小中一貫校につきまして

は、２０２５年度の開校に向けて、今の竹野中学校

について、低学年棟の増築、また校舎の改修、そし

て、体育館への空調設備整備等の基本実施設計を行

っておりまして、こちらも来年２月の２９日の完了

予定でございます。 

 続きまして、３つ目、児童生徒１人１台端末の活

用の推進でございます。 

 まず、教員向けのサポートや研修を行います。Ｇ

ＩＧＡスクール運営支援センターを５月に開設し

ております。また、無線ＬＡＮが未整備の特別教室

のうち、学校からの要望が強い小学校につきまして

は理科室と音楽室、中学校につきましては音楽室と

技術室を中心に、ただいま整備を行っておるところ

でございまして、来年１月２６日に完了予定として

おるところでございます。 

 続きまして、４つ目でございます。栄養バランス

を確保するための学校給食の在り方の研究でござ

います。 

 昨今の物価高騰によりまして、学校給食の食材料

費が非常に厳しい状況になっております。つきまし

ては、給食の質、量を確保するため、昨年度に引き

続きまして、今年度も国の地方創生臨時交付金等を

活用しまして、公費負担を行っておるところでござ

います。 

 小学校につきましては、４月から９月までは１食

当たり２１円、１０月以降は３６円、また、中学校

では、４月から９月分までは１食当たり２３円、１

０月以降は４１円の負担をしておるところでござ

います。 

 最後、５つ目でございます。安全安心な学校給食

の提供でございます。 

 今年度、１学期の地産地消率でございますが、３

２．６％となっておるところでございます。 

 私からは以上でございます。 

○委員長（芦田 竹彦） 教育総務課、野﨑参事。 

○教育総務課参事（野﨑 律男） 私からは、４２ペ

ージ目、小中学校適正規模・適正配置計画の推進等

についてご説明をさせていただきます。 

 進捗状況のところをご覧ください。今年、小坂小

と小野小の統合に向けての地区説明会を開始させ

ていただきました。小坂、小野につきましては、計

画の上では２０２５年の統合予定ということで進

めております。地区説明会を小野地区、小坂地区、

それぞれで開催をさせていただきました。 

 現在、地区の関係者等と今後の進め方について、
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地区内で協議をしていただいたりですとか、１１月

の２２日には小野小学校のＰＴＡが意見交換会を

したいということで、出席を求められておりますの

で、参加をしていきたいと思っております。 

 但東地域につきましては、今年度、高橋、合橋が

統合いたしまして、それぞれ楽しく通っているとい

うことで聞いております。その状況等も確認をしな

がら、次は但東地域の施設一体型小中一貫校の整備

に向けまして、今年度中に地区関係者との協議を始

めたいと考えております。 

 そのほか、個別の協議ということで、何点か上げ

させていただいています。 

 まず、１点目は、竹野地域における施設一体型小

中一貫校の開設です。２０２５年の４月に開校とい

うことで、今、地域の関係者等含めて、開設準備委

員会を設けまして、検討を進めているところです。

これまでに３回、開設準備委員会をいたしまして、

その間には、鳥取市のほうに視察に行かせていただ

いたりとかもしております。 

 ３回目の開設準備委員会では、委員会の意見とし

まして、新しい学校の種類を義務教育学校とするこ

とが適切であると判断をするという意見の申出が

ありまして、これを受けまして、定例教育委員会の

中で、教育委員会としても施設一体型小中一貫校を

義務教育学校とする方針を決めさせていただきま

した。今後、必要な協議が進みましたら、最終的に

は、議員の皆様にもお諮りをしまして、設管条例の

ほうで定めていただけたらなと思っております。 

 今後の予定ですけども、竹野につきましては、開

設準備委員会の中に、学校応援部会、教育課程検討

部会等を設けまして、それぞれで具体的な検討を進

めております。 

 続きまして、２番目です。福住小学校と寺坂小学

校、福住幼稚園と寺坂幼稚園の統合です。２０２４

年の４月に統合予定ということで、現在協議を進め

ているところです。地域の方に入っていただきまし

て、準備委員会を設けて検討しているんですけども、

全４回の予定ということで、今月中には一定の協議

を終えまして、報告書を教育委員会のほうに提出を

していただく予定としております。 

 続きまして、３番目です。八代小学校の小規模特

認校の導入です。２０２４年の４月から小規模特認

校を導入するということで、地域の方からの強い要

望がありまして進めさせていただいてます。現在、

学校によるオープンスクールでの学校見学ですと

か、校長面談等を経まして、入学の希望締切りを１

１月３０日までということで受付をしているとこ

ろです。 

 続きまして、４番目です。豊岡小学校における分

散進学の解消ということで、適正規模・適正配置計

画の検討の中でも地域のほうから出ておりました

し、ＰＴＡのほうでも、独自で分散進学が課題であ

ると捉えていただきまして、現在、ＰＴＡが主体に

なりまして、豊岡小学校分散進学問題検討委員会が

設けられまして、協議を進められてるところです。

教育委員会でも適切に関わりながら、分散進学の解

消に向けて、検討を一緒に進めているという状況で

す。 

 私からは以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 学校教育課、吉谷参事。 

○学校教育課参事（吉谷 孝憲） 私からは、４４ペ

ージの豊岡市における教育の充実についてご説明

させていただきます。 

 ４５ページをお開きください。進捗状況をこちら

のほうに記載させていただいております。項目が非

常に多くありますので、主なものをご説明させてい

ただきます。 

 まず、１点目ですが、非認知能力（やり抜く力、

自制心、協働性）向上のための取組の推進でござい

ます。 

 今年度は、市内全ての小学校１年生に加えて、希

望する小学校８校の２年生でも演劇ワークショッ

プを実施しております。１年生は年３回、２年生は

年２回することを計画しておりまして、それぞれ１

年生では２回、２年生では１回目を終えたところで

ございます。また、８月３日には、非認知能力を高

める視点をテーマとしました豊岡市教育フォーラ

ムを開催し、各学校での情報共有を図りました。 
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 次に、４６ページをお開きください。不登校対策

の充実でございます。 

 豊岡市不登校対策アクションプランに基づきま

して、学校、保護者、関係機関等が連携した取組を

進めています。また、各学校におきましては、学校

への適応度を図るアセス検査を小学校３年生以上

で実施したり、子どもの心を理解する強化月間に、

アンケートや教育相談を重点的に実施したりしま

して、全児童生徒の心の状況の把握に努めておりま

す。 

 次に、１４番の学校における働き方改革の推進で

ございます。 

 推進方針を今年度策定しまして、（２）番の統合

型校務支援システムの活用であるとか、（４）番、

学校閉庁日、定時退勤日、ノー会議デー、ノー部活

デーの実施であったり、（５）番のスクール・サポ

ート・スタッフの配置等々を進めております。学校

のほうからは、スクール・サポート・スタッフであ

るとか、中学校部活動指導員の配置、拡充によりま

して、教員の業務の負担軽減につながってるという

ご意見をいただいております。 

 次に、１５番のコミュニティ・スクールと地域学

校協働活動の一体的な実施についてでございます。 

 今年度は、市内９つの公立中学校区ごとに１校の

計９校に導入を拡充しまして、取組を進めておりま

す。今年度中に導入校の成果と課題を把握分析し、

来年度以降の導入拡充につなげたいと考えており

ます。 

 最後に、部活動の地域移行に向けての検討でござ

います。 

 こちらにつきましては、文化・スポーツ振興課の

ほうから報告がございましたとおり、在り方検討委

員会を既に２回開催をしておりまして、今後の国や

県からの方針等に関する通知を踏まえながら、さら

に今後も検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（芦田 竹彦） 幼児育成課、吉本課長。 

○幼児育成課長（吉本  努） ４７ページをご覧く

ださい。４７ページ、就学前の教育・保育の充実に

ついてご説明いたします。 

 概要につきましては、主要なものとして、待機児

童解消対策の推進と就学前の教育・保育の充実の２

項目を上げておりまして、これらの進捗状況につき

ましてご説明いたします。 

 まず、１点目、待機児童解消対策の推進について

です。 

 豊岡市における幼児教育・保育及び放課後児童の

あり方計画を２０２１年の２月に策定いたしまし

て、この計画に基づいて事業を推進いたしておりま

す。 

 アです。私立保育園の認定こども園への移行とい

たしまして、蓼川保育園を幼保連携型認定こども園

へ移行するための認可申請を行っておりまして、既

に内示は出ておりますが、来年３月には正式に認可

が下りるものと考えております。 

 イです。認定こども園への移行に向けた蓼川保育

園の施設整備につきましては、昨年度からの２か年

事業ということで整備を行っておりまして、過日、

１１月１４日に完了検査を行ったところでござい

ます。 

 ウです。放課後児童クラブの整備といたしまして、

２０２２年度末をもちまして閉園いたしました新

田幼稚園舎、こちらを放課後児童クラブの専用施設

として活用するために、トイレ等の改修工事をいた

しました。また、同じく閉園いたしました神美幼稚

園舎、こちらにつきましても同様に専用施設とする

ために、現在トイレ改修工事を行っておりまして、

１２月中には完成する予定となっております。 

 加えまして、今年度末に閉園予定の日高幼稚園舎、

こちらも放課後児童クラブの専用施設として活用

したいと考えておりまして、現在トイレ改修等に向

けた実施設計を行っております。 

 ２番です。就学前の教育・保育の充実についてで

す。 

 （１）番、質の高い就学前の教育・保育の推進に

つきましては、２０２０年の２月に、第２次スタン

ダード・カリキュラム、２０２２年の１１月に、こ
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れらの活用の手引を策定いたしました。現在、これ

を基に保育を実践している状況でございます。 

 アです。現在、これらを活用した実践的な研修と

いたしまして、学びの公開保育を１１月の１日時点、

７園で実施いたしておりまして、３月までには合計

１０園で実施する予定としております。また、経験

年次別の職員に対して、子供理解を深める研修も実

施いたしております。 

 （２）番です。運動遊び・英語遊び保育の推進に

ついてです。運動遊びにつきましては、１１月１日

現在、延べ１２０回の訪問をしておりまして、小学

校においても、豊岡市版小学校体育準備運動を実践

しているところでございます。 

 英語遊びにつきましては、公立、私立の４歳児、

５歳児を対象に、各園を年間１５回訪問する予定と

しておりまして、現在、順次巡回指導を行っている

ところでございます。 

 説明は以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 社会教育課、旭課長。 

○社会教育課長（旭  和則） 私からは、４９ペー

ジをご覧ください。日々人生を楽しむまちづくりの

推進についてご説明をいたします。 

 記載のとおり、社会教育課では、３つの基本方針

を掲げております。概要と進捗状況についてご説明

をいたします。 

 基本方針の１つ目です。社会教育基本計画の策定

でございます。 

 市として、社会教育、生涯学習の推進に関する基

本方針の策定をいたします。庁内関係課で構成する

庁内検討部会と学識経験者、関係団体等で構成する

策定委員会を、それぞれ２回開催をいたしました。

ここでは１２月下旬としておりますが、第３回目の

策定委員会を１２月２２日に開催する予定として

おります。ここでは大きな枠として素案が提示でき

ればなというふうに考えております。その後は意見

聴取、それから調整を経まして、２０２４年の７月

に公表する予定としております。 

 ２つ目でございます。多様な学習機会の充実と読

書活動の推進です。 

 生涯学習サロンでは、指定管理者である但馬高齢

者生きがい創造協議会により、生きがい創造学院の

講座、１３講座１５教室を開催しております。ここ

では約２００名の方が創作活動に励んでおられま

す。また、夏休み期間中には、子供とその保護者向

けの陶芸と木彫の体験教室を開催をいたしました。

参加者については記載のとおりでございます。 

 次に、障害者の社会自立を目指した学習機会の提

供です。知的、身体に障害がある方を対象としたく

すのき学校、視覚に障害がある方を対象とした青い

鳥学級をボランティアの方々等で構成する運営委

員会に委託して実施をしております。実施状況につ

いては記載のとおりでございます。 

 次に、図書館サービスを充実・拡充し、読書活動

の推進についてでございます。図書館では、電子書

籍を７月３日から導入をしております。市内の児童

生徒には１人１台タブレットが配付されているこ

とから、今年度は市内の小学校５、６年生と中学生

を対象としてスタートをいたしました。来年度以降

は全ての児童生徒、それから、一般利用者にもサー

ビスを拡大してまいります。朝読書、夏休みの読書

感想文の宿題などといったものにも利用いただい

たというふうに聞いております。１０月末での利用

実績は記載のとおりでございます。 

 最後、３つ目、家庭・地域の教育力の向上と青少

年健全育成の推進です。 

 豊岡市子どもと心でつながる市民運動推進協議

会による取組といたしまして、７月９日日曜日、「イ

ンターネットトラブルの現状」と題した講演会を開

催し、実際にスマホの画面などを見ながら、様々な

注意点などを指導をしていただきました。また、７

月の５日には、日高地域の小・中学校３校において、

「スマホ・ケータイ安全教室」を開催したところで

ございます。 

 最後です。青少年補導委員の活動でございますが、

１０月末までに、昼、夜合わせて計７９回の街頭補

導パトロールを実施していただいており、子供の安

全見守りを行っているところでございます。 

 説明は以上です。 
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 これで教育委員会からの説明を終わります。 

○委員長（芦田 竹彦） 教育委員会の説明は終わり

ました。 

 ただいまの説明につきまして、質疑、意見等がご

ざいましたらお願いをいたします。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） ありがとうございます。３点

お願いします。 

 八代小学校の募集が１１月３０日と出てました。

現在の状況が分かれば教えていただきたいです。 

 それから、竹野が義務教育学校というふうに出て

ましたけど、これは但東もそういう方向なんでしょ

うか。 

 それから、学校教育課のところで、コミュニテ

ィ・スクールと地域学校協働活動という、コミュニ

ティ・スクールっていったらどういうことなのか教

えていただきたい、以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 野﨑参事。 

○教育総務課参事（野﨑 律男） まず、八代小の状

況についてお尋ねいただきました。今月末までの募

集ということで、まだ、現在では応募はないという

状況です。ただ、オープンスクールですとか、校長

面談については数名あったということはお聞きし

ております。この後、出てくるかどうかはちょっと

まだ分からないという状況です。 

 続きまして、竹野が義務教育学校で、但東もです

かというご質問だったかと思いますけども、義務教

育学校のほうがよりよい教育ができるということ

で、竹野地区ではそういった方向になったと思って

おります。但東でも義務教育学校とすることは可能

だとは思っておりますので、今後、地区の方々とお

話をしながら最終的に決めていくことになるのか

なと思っておりますので、もう何が何でも義務教育

学校でいくんだということではまだないという状

況でご理解いただけたらと思います。 

 私から以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 服部参事、どうぞ。 

○学校教育課参事（服部  隆） 先ほどありました

コミュニティ・スクールということなんですけども、

簡単に言いますと、学校の運営に地域の方の声を積

極的に取り入れるというものになります。また、今

現在、学校評議員の方だとか、そういったこともし

ておるんですけども、その性格はより強くなる仕組

みというふうにして捉えてもらえたらと思います。

以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） ありがとうございます。ちょ

っともっと勉強せなあかんなと思うんですけど、八

代は小規模特認校ということで、市内から子供を集

めるということで、応募なしだと、これはどうなん

でしょう。いきなり困ってしまうというか、困りは

しないんですかね。（発言する者あり）なしですか。

ちょっとそういう……（発言する者あり）お願いし

ます。 

○委員長（芦田 竹彦） 正木次長。 

○教育次長（正木 一郎） 今、八代小学校の件でお

尋ねございますけれども、現在、ちょっと募集をし

ている最中でございますので、いろんな要件ござい

ますので、現時点で詳細なコメントについては控え

させていただきたいと思いますが、ご了承いただき

たいというふうに思います。 

○委員長（芦田 竹彦） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） その件は分かりました。義務

教育学校いうのも、たしか関宮がそういうことをや

ってますよね、ちょっと僕も勉強しないとあんまり

言えないですけども、分かりました。また勉強させ

ていただきます。ありがとうございました。 

○委員長（芦田 竹彦） いいね。 

○委員（須山 泰一） はい。 

○委員長（芦田 竹彦） すみません、正午をちょっ

と回りますけれど、了承いただきたいと思います。

進めてさせていただきます。 

 ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芦田 竹彦） ないようです。 

 以上で後半の部を終了いたします。 

 ここで委員会もしくは当局の皆さんから特に発

言はありませんか。 
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 米田委員。 

○委員（米田 達也） すみません、直接、本日の事

務概要の中に該当しないと思ったので、ちょっとこ

こでの発言で、教育委員会の皆様がおそろいですの

で、ちょっとお伺いしたいことが１点ございまして。 

 今週の月曜日、日曜日の夜半から警報が出ていて、

大雨洪水警報……。大雨警報でしたか、早朝、解除

がされまして、朝の７時１５分ぐらいに防災無線の

ほうから、竹野小学校ですということで放送があり

まして、本日、警報が解除されたんだけども、スク

ールバスの運転手がいないため、スクールバスの運

行ができないと、学校を休みますという旨の放送が

ありました。 

 それで、僕はちょっとスクールバスの運転手さん

に何か急用が入ったのかなとか、警報が出ててない

んだろうとかっていうちょっと思ったもんで、どう

いうことかなと思って、一回電話をさせてもらって

確認したんです。そしたら、待機時間があって、通

常７時に三原とか床瀬に生徒さん迎えに上がる時

間が、ずれたことによって、全但バスの運転手さん

が路線バスの兼務をされてる関係で、スクールバス

の運行ができないと。なので、仕方がなかった。突

発的なことだったので十分理解はするんですが、そ

の電話で確認をした際に、そういう事情だったんで

しようがないっていうことだったんですが、今後、

そういうことが例えば起こった場合に、学校が遅延

してでも始業をするというケースになった場合で

も、じゃあ、今後もできないのかということを防げ

て、できればなくしてあげたいなという思いがあっ

て。 

 そういうことを、ちょっと今後、スクールバスの

運行の在り方ですとか、運転手さんの確保って、年

にじゃあ何回あるんだって言われると非常に難し

いとこではあるんですけども、こういったケースが、

次、起こり得る場合に、対応を何らかの形で検討し

ていただきたいなという思いがございまして、ちょ

っと今日、お願いをさせていただきます。以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 吉谷参事。 

○学校教育課参事（吉谷 孝憲） ご存じのとおり、

スクールバスの運行につきましては、バスの運転手

不足、スクールバスに限らずなんですけども、バス

の運転手不足というのは全国的な問題となってお

りまして、スクールバスにおいても、全但バスであ

るとかバス事業者さん、少ない運転手の中でもやり

くりしていただいて、何とか運行させていただいて

いるというような状況でございます。 

 おっしゃるとおり、学校の始業時間が遅れたこと

によって、バス運転手の手配ができないというよう

な事例があったということなんですけれども、それ

につきましても、今後もひょっとしたら起こり得る

かもしれないんですが、何らかの対応ができないか

検討はさせていただきたいと思います。この場でこ

のように対応しますというところまでお答えでき

ないんですけれども、ちょっと持ち帰りまして、内

部のほうでも検討はさせていただきたいと思いま

す。 

○委員長（芦田 竹彦） 米田委員。 

○委員（米田 達也） この間の回答のままだと、そ

のまま突発的で終わってしまうのかなと感じたも

んで、ぜひ、当然、今答弁いただいたことは十分理

解もしますし、運転手さん、それぞれ都合というも

のあるかと思うんですけれども、子供の１年の１日

というものが、結構、僕らの１日という持つ意味合

いとは少し違うのかなって感じるところもあった

もんで、ぜひとも何か少しでも対応できるような方

法がないかということをちょっと考えていただけ

たらなと思います。よろしくお願いします。以上で

す。 

○委員長（芦田 竹彦） ほかにはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芦田 竹彦） ないようでしたら、当局職

員の皆さんにつきましては、報告事項があります部

署の職員さんを除いて退席していただいて結構で

す。お疲れさまでございました。 

 ここで委員会を暫時休憩をいたします。 

午後０時０５分休憩 

──────────────────── 

午後０時０６分再開 
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○委員長（芦田 竹彦） それでは、委員会を再開を

いたします。 

 議事順序を変更しまして、５の報告事項に入りま

す。 

 （３）のＷＡＣＣＵ ＴＯＹＯＯＫＡこども広場

利用状況についてです。 

 こども未来部こども未来課から説明をお願いを

いたします。 

○こども未来課長（若森和歌子） すみません、時間

が押している中、時間をいただきありがとうござい

ます。 

 アイティ４階、ＷＡＣＣＵ ＴＯＹＯＯＫＡのこ

ども広場の利用状況についてご報告をさせていた

だきたいと思います。 

 ＷＡＣＣＵ ＴＯＹＯＯＫＡのこども広場につ

いては、２０２２年の３月２７日オープン以降、ア

イティ豊岡都市開発株式会社が指定管理者として

管理運営を行っている施設となります。資料のほう

を作りましたので、その資料に沿いまして、１ペー

ジのほうからご報告をさせていただきたいと思い

ます。 

 この資料では、オープンから今年９月末までの数

値を掲載をしております。左側、折れ線グラフの上

に、月々の利用者数を表示をしております。２０２

２年度の利用者数、緑の枠の中になりますが、利用

者数は、２０２２年度３万６，９５０人、２０２３

年度は９月末までで２万１３７人となっておりま

す。資料作成のタイミングのため１０月は入ってい

ませんが、１０月の利用者数は２，７２６人で、昨

年度の２，５６１人と比較して１６５人の増加とな

っております。 

 なお、これまでの月最高の利用者数については、

赤の点々丸で示している今年の８月で、４，６８０

人となっております。２０２２年度については、月

平均、赤枠で示してるんですけれども、３，０７９

人、２０２３年度は、これまでの月平均で３，３５

６人となっております。 

 赤の波線と黄色の波線で、月平均の数値を入れて

おります。昨年度と比較しまして、若干増加してい

る状況にはございます。 

 次に、資料右のほうになります。年間目標数につ

いて説明をさせていただきます。当初目標数値は８

万５，０００人としておりまして、月平均にすれば

７，０８３人となっております。目標８万５，００

０人に対し、２０２２年度は３万６，９５０人でし

たので、目標との差は４万８，０００人の減となっ

ております。 

 目標者数につきましては、細かく積算しているの

ですが、簡単に言いましたら、２０１９年度のコロ

ナ禍前のアイティの７階にありました子育て総合

センターの未就学の親子が利用していました広場、

約３万２，０００人の人数を参考に、休日、平日と

もに、市内全市域の未就学のより多くの利用を見込

んだこと、また、市内の小学生の利用、それから、

市外の未就学児と小学生の利用を見込んで算出し

た数字が８万５，０００人となっております。 

 右側に記載しています（２）です。昨年の８月と

比較しまして、今年は最高気温、最低気温とも２度

高かったこと、それから、コロナの影響が少し緩和

されたこととして、ちょっと上がってきてるという

状況です。しかし、これまでの実績から、この８月

の４，６８０人が年間を通じた数字になるのは、現

実とかなり乖離した数字だというふうに考えてお

ります。 

 また、こども広場の利用対象となる市内の子供の

数ですが、右側の下のグラフで、４月時点の数を記

載しております。今後は対象となる小学生が抜けて

いくということと、それから、出生数がどんどん減

っているという状況で、現時点の予想としては、２

０２２年度の実績数が利用者数のベースになると

いうふうに考えております。 

 ２ページ、ご覧ください。２ページには、参考と

して記載しております、こども広場の予約数から居

住別の構成比を記載しております。こちらのほうを

参考としてご覧いただければと思います。 

 次に、３ページのほうご覧ください。３ページで

は、クール別の利用者数を掲載をしております。こ

ども広場では、９０分を一つの利用区分として時間



 33

区分を設定して利用いただいていますが、平日の１

２時から１時半までのクール、夕方の４時から５時

半までのクールが特に利用が少なく、平日の利用も

ちょっと少ない状況になっています。 

 次、４ページについて説明します。今年の９月１

５日から１０月１５日の１か月間、こども広場利用

についてのアンケート調査を実施した結果を掲載

しております。アンケートにつきましては、こども

広場の利用者、それから、子育てセンターの利用者、

健診に来られた方々に依頼して行っております。４

１４件の回答を得ております。時間が限られていま

すので、後でご覧いただきたいというふうに思いま

す。 

 この中で、特にご報告させていただきたい部分に

ついては、こども広場が利用されたことがあるとい

う方に利用回数を聞いているんですけれども、その

うち、一番多かった回数については、２から５回と

約半数を占めて、１回利用は８．９パーセントにな

っていまして、リピーターが多いということが分か

っております。また、年齢につきましては、就学前

の子供が一番多かったこと、魅力については、天候

は気にせず遊べること、それから遊具で遊べること

ということでした。 

 次に、５ページをご覧ください。５ページにつき

ましては、利用はいつの時間帯がいいのかと聞いて

いるところです。 

 それから、６ページになります。６ページにつき

ましては、こども広場は、先ほど言いましたように、

指定管理者制度を導入しておりまして、指定管理者

のほうで利用者増に向けた取組を行っていただい

ております。ＬＩＮＥやフェイスブックを利用した

ＰＲでありますとか、ＬＩＮＥポイント、利用ごと

にポイントが加算されて、１０回で無料になるとい

うような取組や季節のイベントを毎月していただ

くなど、利用者増加に向けて努めていただいている

ところです。 

 それから、利用者増に向けた検討なんですけれど

も、取組としましては、指定管理者の創意工夫によ

るサービス向上を図るということが重要だと考え

ています。そのため、条例の一部改正を行いたいと

考えています。 

 それから、指定管理料の検討になります。指定管

理料については、施設の安全な管理、それから、安

定的な運営を支えるものとして、実績に基づきまし

た指定管理料の増額が必要だと考えています。指定

管理料については、使用料収入と、それから管理経

費の差額を基本に設定しているため、現在の指定管

理者からも指定管理料の見直しを強く求められて

いるところです。 

 次に、７ページ、最後のページになります。この

資料につきましては、２０２２年度の指定管理料の

決算額となります。こども広場の利用料は、１クー

ル９０分の入替え制で、子供が２００円、それから

保護者等は３００円を頂いております。収入につき

ましては、利用料金の予算額２，０５７万４，００

０円に対しまして９７０万４，０００円となってお

りまして、支出においてかなりの削減の努力をして

いただいております。職員の削減や、それから、利

用者数に合わせた職員体制を取っていただいたり、

自前でチラシやパンフレットを作るなど努力して

いただいているところです。 

 それから、当初につきましては、遊具の保守点検

や定期清掃を行う予定だったんですけれども、遊具

や定期清掃については、施設自体が新しいものでも

あり、職員による点検や掃除で対応し、経費削減に

努めていただいているところです。 

 それから、一番右側の一番下の枠内に記載してい

るんですが、やはり施設が３年目、４年目と経過し

ていく中で、安全で適切な施設を維持するためには、

専門家によります遊具の点検や、それから、定期的

な清掃が必要だというふうに考えております。また、

施設管理に加えまして、せっかくの施設を十分に生

かしたり、利用者の満足度を上げたりするためには、

携わる職員の研修や利用者に飽きられないための

工夫も必要になってくるというふうに考えていま

す。 

 このページのほうでは、２０２２年度の指定管理

料の決算状況のほうを報告させていただきました
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が、こども広場については多くの経費が必要となっ

ている状況です。経費の一部が、繰り返しになりま

すが、使用料で賄うこととしていましたが、想定し

ていた利用者数に大きな乖離があります。こども広

場の指定管理は２０２３年度をもって指定管理期

間が終了するため、次の１２月議会で、次期の指定

管理のための指定と、それから指定管理の管理費用

の債務負担を上げることとしております。 

 すみません、ちょっと早口になりましたが、私か

らは報告という形でご説明をさせていただきまし

た。以上です。 

○委員長（芦田 竹彦） 質疑はありませんか。 

○委員（須山 泰一） ちょっと一つだけ、いいです

か。 

○委員長（芦田 竹彦） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） すみません、今ちょっと見た、

アイティ何とか会社が指定管理者ということです

か、それで、そこが、今言われた、利用者が想定よ

り少ないんで、そこの指定管理料を上げると、１２

月議会で、そのための説明ということですか。ちょ

っとお聞きします。 

○委員長（芦田 竹彦） 若森課長。 

○こども未来課長（若森和歌子） 指定管理者からそ

ういう強い要望があったというのは事実ですけれ

ども、やはり施設を安全に、それからというところ

で、指定管理料の増額はやむを得ないというふうに

考えているところです。 

○委員（田中藤一郎） 一つだけ。 

○委員長（芦田 竹彦） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） これをするときのそういった

指摘がすごく私自身もしてたんですけれども、やっ

ぱりそういうふうな見込みが甘いだとかいうふう

なところがあるんですけど、ただ、数年前の約束事

の中で、それでも対応できるというふうな形でやら

れてますので、確かに厳しいのかもしれんですけど

も、そういったお話の中をしっかりあってのこうい

った形があるんで、安易な形はちょっと考えていた

だきたいなと、一言だけです。意見です。すみませ

ん。 

○委員長（芦田 竹彦） 意見ですね。 

○委員（田中藤一郎） 意見です。 

○委員長（芦田 竹彦） ほかにありませんか。 

 ないようですので、以上でこども未来部こども未

来課の職員の皆さんは退席をしていただいて結構

でございます。お疲れさまでした。 

 ここで委員会を暫時休憩いたします。 

午後０時１９分休憩 

──────────────────── 

午後０時１９分再開 

○委員長（芦田 竹彦） 委員会を再開いたします。 

 もう１２時２０分過ぎましたけども、あと、もう

そのまま行かせていただいてよろしいですかね。

（「行きましょう、大丈夫です」と呼ぶ者あり） 

 協議事項に戻りまして、（２）の委員会の重点調

査事項についてに入ります。 

 今後、１年間の当委員会の重点調査事項を決定し

たいと思います。参考に、前期の委員会で確認いた

しました重点事項の調査事項、資料３ページに載せ

ております。ちょっとご覧いただきたいと思います

が。 

 今期の委員会の重点調査事項を本日の事務概要

の説明を踏まえた上で協議をお願いいたします。 

 この件について、ご意見はありますでしょうか。 

○委員（田中藤一郎） ちょっとだけ。 

○委員長（芦田 竹彦） どうぞ。 

○委員（田中藤一郎） 結構、公共施設のやつが出て

きてるんで、できればです。公共施設の整備の在り

方についてぐらいを入れていただければいいかな

とはちょっと思ってるんですけれども。 

○委員長（芦田 竹彦） 公共施設の在り方。 

○委員（田中藤一郎） 整備の在り方。 

○委員長（芦田 竹彦） 整備。 

○委員（田中藤一郎） まあ、いいです。 

○委員長（芦田 竹彦） いいですか。 

○委員（須山 泰一） ちょっと僕も、それでいうな

ら、一つだけ。一言言うだけです。 

○委員長（芦田 竹彦） 一言どうぞ。 

○委員（須山 泰一） 小学校の、中学校の統廃合の
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動きがこんなにあるんだけど、ここで言えば、教育

をめぐる諸問題に一つにまとめられちゃっとるん

ですよね、そこら辺も含めて、全部ね。もうこんだ

けこの……。 

○委員長（芦田 竹彦） 教育をめぐる諸問題ですね。 

○委員（須山 泰一） それでええんか。 

○委員（米田 達也） ええん違いますか。 

○委員（田中藤一郎） 全部入れていってったら大変

なことになる。 

○委員（須山 泰一） 皆さんがそうなら、それでい

いです。 

○委員長（芦田 竹彦） よろしいか。 

○委員（須山 泰一） はい。 

○委員長（芦田 竹彦） それでは、これらの項目を

重点調査事項としてご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芦田 竹彦） 異議なしと認め、そのよう

に決定をいたしました。 

 次に、（３）の各種委員の選出についてでござい

ますが、資料４ページをご覧ください。 

 まず、下段に記載のとおり、条例等によりまして、

委員長の充て職が６項目ぐらいございます。ちょっ

とご意見を伺いながら、選任をしたいと思います。 

 暫時休憩をいたします。 

午後０時２３分休憩 

──────────────────── 

午後０時２５分再開 

○委員長（芦田 竹彦） それでは、休憩前に引き続

き、委員会を再開いたします。 

 各種委員の選出についてです。委員長が充て職と

して、民生委員推せん会委員、それから、２つ目に、

豊岡市青少年問題協議会委員、３つ目、豊岡市災害

対策本部出席者、４つ目、豊岡市社会福祉協議会評

議員、５つ目、豊岡市功労者表彰審査委員会委員、

６つ目、豊岡市子どもと心でつながる市民運動推進

協議会会員の６つであります。 

 副委員長の充て職として、一つに、民生委員推せ

ん会委員を務めることになっております。 

 次に、互選によりまして、上記の記載のとおり、

当委員会から、豊岡市国民健康保険運営協議会委員

を４名、豊岡第２清掃センター管理運営協議会委員

を２名、豊岡市パチンコ店等建築協議会委員を２名、

豊岡防犯協会役員を２名、豊岡市奨学生選考委員会

委員を２名、それぞれ選出することとなっておりま

す。 

 なお、豊岡市国民健康保険運営協議会委員は、括

弧書きの役職が指定されております。また、豊岡防

犯協会役員は、米印のとおり、住所が旧豊岡市の委

員ということと括弧書きの役職が指定されており

ます。 

 この件については、各委員の希望を聞いて調整し

たいと考えますが、それでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芦田 竹彦） 異議なしと認めます。 

 それでは、豊岡市国民健康保険運営協議会委員に、

会長職に田中委員、会長代理職に米田委員、委員に

太田委員、委員に須山委員の４名、豊岡第２清掃セ

ンター管理運営協議会委員に田中委員、小森委員の

２名、豊岡市パチンコ店等建築協議会委員に須山委

員、米田委員の２名、豊岡防犯協会役員に、副会長

職に太田委員、監事職に荒木委員の２名、豊岡市奨

学生選考委員会委員に太田委員、荒木委員の２名と

決定をいたしました。よろしくお願いをいたします。 

 次に、（４）の委員会の席次についてです。 

 本日は、会派構成に配慮した形で着席いただいて

おりますが、ご意見があればお聞かせをください。

（「現状でいいです」と呼ぶ者あり） 

 現状でよろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芦田 竹彦） 異議なしということでござ

いますので、そのように認め、決定をいたしました。 

 次に、第６、その他でございますが、この際、委

員の皆さん方から何かありましたらお願いをいた

します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（芦田 竹彦） ないようでしたら、以上を

もちまして文教民生委員会を閉会いたします。お疲

れさまでございました。 
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午後０時２９分閉会 

──────────────────── 


